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社員の個性を尊重し人材の育成に努める

いちよし精神
	 情熱をもって、真摯に努力し続けます。

働きがい
	 チームワークを重視し、社員の能力・創造性を活かした
	 自由闊達な企業風土を構築します。

社員のために
一人、一人の『いちばん』でありたい

お客様第一
	 常に、お客様の立場に立ち、
	 まごころを込めて、アドバイスを行います。

良質なサービス
	 社会や市場の変化に対応し、
	 質の高い商品やサービスを提供します。

お客様のために

持続的な業績向上を図り企業価値の増大に努める

株主還元
	 事業の収益性と財務の健全性を高め、
	 株主への利益還元を図ります。

情報の開示
	 経営の透明性を確保するために、情報を適切に開示し、
	 IR活動に努めます。

株主のために
金融・証券市場の担い手として社会の発展に貢献する

社会的責任
	 法令・諸規則を遵守し、
	 高い倫理観をもって行動します。

社会貢献
	 企業活動を通じて地域社会と証券市場の
	 発展に貢献します。

社会のために

クレド

経営理念
お客様に信頼され、選ばれる企業であり続ける

経営目標
金融・証券界のブランド・ブティックハウス

行動指針
感謝　　誠実　　勇気　　迅速　　継続
L o n g  T e r m   G o o d   R e l  a t  i  o n
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証券コード8624
平成24年５月25日

株 主 各 位
東京都中央区八丁堀二丁目14番１号
い ち よ し 証 券 株 式 会 社
取締役(兼)代表執行役社長 山﨑 泰明

第70期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第70期定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、同封の議決権行使書をご
持参の上、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）によって議決
権を行使することができます。お手数ですが後記の「株主総会参考書類」をご検討いただき、同
封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成24年６月22日（金曜日）午後５
時までに到着するようご送付いただくか、当社の指定する議決権行使ウェブサイト（次頁をご
参照ください。）より議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

敬具
記

１．日 時 平成24年６月23日（土曜日）午前10時より
２．場 所 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１番１号 ロイヤルパークホテル ３階 ロイヤルホール
３．株主総会の目的事項

報告事項 １. 第70期（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）事業報告、連結計
算書類の内容報告並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果
報告の件

２. 第70期（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）計算書類の内容報
告の件

決議事項 第１号議案 取締役７名選任の件
第２号議案 取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員及び従業員に対し

てストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決
定を当社取締役会に委任する件

第３号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）承認の件
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
＊株主総会終了後、当社役員との懇談会の場を設けておりますので、お気軽にご出席ください。
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４．議決権の行使等についてのご案内
（1）代理人による議決権行使

株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主様１名を代理人として株主総会にご出席い
ただくことが可能です。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

（2）株主総会参考書類並びに添付書類記載事項を修正する場合の周知方法
株主総会参考書類並びに添付書類に記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を当社
ホームページ（http://www.ichiyoshi.co.jp/）に掲載いたしますのでご了承ください。

（3）郵送（議決権行使書）並びにインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い
郵送（議決権行使書）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによ
る議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

（4）インターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い
インターネットにより複数回数にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効として
取り扱わせていただきます。また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された
場合も、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。

（5）インターネットによる議決権行使のご案内
インターネットにより議決権を行使される場合は、以下の事項をご確認の上、行使していただきますよう
お願い申し上げます。
当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも
不要です。
① 議決権行使サイトについて
・インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォン又は携帯電話（EZweb、ｉモード、
Yahoo!ケータイ）から、当社の指定する議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）にアクセスして
いただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止し
ます。）
・パソコン又はスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用
されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株
主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
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・携帯電話による議決権行使は、EZweb、ｉモード、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用く
ださい。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信) 及び携帯電話情報送信が不可能な機種
には対応しておりません。
・ご利用に際して、QRコード読み取り機能を搭載した携帯電話をご利用の場合は、右記
のQRコードを読み取ってアクセスいただくことも可能です。
・インターネットによる議決権行使は、平成24年６月22日（金曜日）午後５時まで（但
し、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止します。）受付けいたしますが、
お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたら下記へルプデスクヘお問
い合わせください。

（「EZweb」はKDDI㈱、「ｉモード」は㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ、「Yahoo!」は米国Yahoo Inc.、
「QRコード」は㈱デンソーウェーブの商標又は登録商標です。）
② インターネットによる議決権行使方法について
・議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」
及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
・株主様以外の方による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利
用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了
承ください。
・株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。
③ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は、株
主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話利用に
よる料金が必要となりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

システム等に関するお問い合わせ
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

電話 0120-173-027（受付時間 9：00～21：00、通話料無料）

【議決権電子行使プラットフォームについて】
管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式会社ICJが運営する議決権行
使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合は、当該プラットフォームによる議決権行使が可能で
す。

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
＊当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し
上げます。
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株主総会参考書類
議案及び参考事項

1.
たけ ひ まさ し

武樋 政司（昭和18年４月13日生）
● 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和42年４月 野村證券株式会社入社
昭和62年12月 同社取締役
平成２年６月 同社常務取締役
平成５年６月 当社代表取締役副社長
平成７年６月 当社代表取締役社長

平成15年６月 当社取締役(兼)代表執行役社長
平成18年12月 当社相談役
平成19年12月 当社代表執行役社長
平成20年６月 当社取締役(兼)代表執行役社長
平成24年４月 当社取締役(兼)執行役会長(現任)

● 所有する当社株式数 119,900株

2.
やま さき やす あき

山﨑 泰明（昭和35年３月21日生）
● 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和60年４月 三洋証券株式会社入社
平成９年10月 当社入社
平成16年９月 当社執行役 アドバイザーサポート本部長
平成18年８月 当社執行役 管理本部長(兼)リスク

管理部長
平成20年５月 当社上席執行役 業務管理本部長

(兼)検査部長
平成21年８月 当社執行役 財務・企画、システム担当
平成22年３月 飯田證券株式会社取締役

平成22年４月 当社執行役常務
平成22年11月 アドバイザーサポート本部長
平成22年11月 大北証券株式会社取締役(現任)
平成23年１月 アドバイザー本部担当
平成23年６月 当社取締役(兼)執行役常務 アドバ

イザー本部管掌・アドバイザーサポ
ート本部担当

平成24年４月 当社取締役(兼)代表執行役社長(現任)

● 所有する当社株式数 23,900株

�������	
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　本総会終結の時をもって、取締役全員は任期満了となります。つきましては、指名
委員会の決定に基づき以下の取締役７名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は次の通りであります。

取締役７名選任の件
第 1号議案  
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3.
た な あみ のぶ たか

田名網 信孝（昭和26年12月27日生）
● 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和49年４月 野村證券株式会社入社
平成８年６月 同社第一企業部長
平成12年６月 当社執行役員 法人本部副本部長
平成14年６月 当社常務執行役員 法人本部長
平成15年６月 当社上席執行役 法人本部長
平成18年３月 当社執行役常務 インベストメン

ト・バンキング担当
平成19年10月 当社執行役常務 第１、２、３アドバ

イザー本部・IA・FA担当

平成22年３月 飯田證券株式会社取締役
平成22年４月 当社執行役専務
平成22年６月 当社取締役(兼)執行役専務

アドバイザー本部・アドバイザーサ
ポート本部管掌・FA担当

平成23年１月 取締役(兼)執行役専務 投資銀行本
部管掌

平成23年10月 投資銀行本部長(現任)
平成24年４月 当社取締役(兼)代表執行役副社長(現任)

● 所有する当社株式数 68,100株

4.
ご き た あきら

五木田 彬（昭和22年９月20日生）
● 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和53年４月 検事任官 東京地方検察庁(刑事部、

公判部)
昭和54年３月 水戸地方検察庁
昭和57年３月 東京地方検察庁(刑事部、特別捜査部)
昭和60年３月 大阪地方検察庁(特別捜査部)

昭和62年３月 東京地方検察庁(特別捜査部)
昭和63年３月 検事退官
昭和63年４月 弁護士登録
平成６年５月 五木田・三浦法律事務所(現任)
平成22年６月 当社取締役(現任)

●社外取締役候補者（会社法施行規則第２条第３項第７号）
●独立役員（㈱東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める、一般株主と利益相反が生じるおそれ
のない社外取締役）
　五木田彬氏は、元検事及び弁護士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただいており、
引続き社外取締役として重任をお願いするものであります。
　同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
　なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって２年となります。

● 所有する当社株式数 0株
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5.
かけ や けん ろう

掛谷 建郎（昭和26年９月13日生）
● 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和51年４月 株式会社日本経済新聞社入社、東京

本社編集局証券部記者
昭和62年３月 同社米国ワシントン支局記者
平成３年３月 同社東京本社証券部次長兼編集委員
平成８年４月 同社退社

平成８年５月 株式会社掛谷工務店入社
平成８年６月 同社代表取締役社長(現任)
平成19年11月 茨木商工会議所会頭(現任)
平成21年６月 摂津水都信用金庫非常勤理事(現任)
平成22年６月 当社取締役(現任)

●社外取締役候補者（会社法施行規則第２条第３項第７号）
●独立役員（㈱東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める、一般株主と利益相反が生じるおそれ
のない社外取締役）
　掛谷建郎氏は、元㈱日本経済新聞社記者及び現企業経営者としての専門的な知識・経験等を当社の経営に活
かしていただいており、引続き社外取締役として重任をお願いするものであります。
　同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
　なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって２年となります。

● 所有する当社株式数 4,000株

6.
いし かわ たか し

石川 尚志（昭和34年12月８日生）
● 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和61年８月 東京大学医学部脳研究所神経内科勤務
平成６年５月 大成証券株式会社入社(常勤顧問)
平成６年６月 同社取締役
平成９年６月 同社取締役社長
平成23年３月 同社取締役社長退任
平成23年３月 有限会社エス・アール代表取締役社

長(現任)

平成23年６月 当社取締役(現任)
平成23年６月 いちよしビジネスサービス株式会社

監査役(現任)
平成23年６月 いちよし投資顧問株式会社(現いち

よしアセットマネジメント株式会
社)監査役(現任)

平成23年６月 株式会社いちよし経済研究所監査役(現任)
●社外取締役候補者（会社法施行規則第２条第３項第７号）
●独立役員（㈱東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める、一般株主と利益相反が生じるおそれ
のない社外取締役）として届出予定。
　石川尚志氏は、元証券業を営む企業経営者としての専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただく
ため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
　同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

● 所有する当社株式数 100株
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7.
さくら い こう た

櫻井 光太（昭和34年８月20日生）
● 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和58年４月 株式会社ダーバン入社
平成３年10月 センチュリー監査法人入所
平成７年８月 公認会計士登録
平成12年３月 センチュリー監査法人※(現新日本

有限責任監査法人)退所
平成12年３月 株式会社デジタルガレージ入社

平成14年９月 同社取締役
平成22年９月 同社取締役退任
平成22年11月 信永東京有限責任監査法人 パート

ナー・公認会計士(現任)
平成23年６月 当社取締役(現任)

※ センチュリー監査法人は、櫻井光太氏の退所後、平成12年４月太田昭和監査法人と合併し、監査法人太田昭和センチュリーと
なりました。平成13年７月、同法人は名称変更し、新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）となりました。従いまし
て、当社の会計監査人は新日本有限責任監査法人でありますが、同氏は新日本有限責任監査法人と特別の利害関係はありませ
ん。

●社外取締役候補者（会社法施行規則第２条第３項第７号）
●独立役員（㈱東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める、一般株主と利益相反が生じるおそれ
のない社外取締役）
　櫻井光太氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただいており、引続き
社外取締役として重任をお願いするものであります。
　同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
　なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって１年となります。

● 所有する当社株式数 4,100株

（ご参考）
　定時株主総会後の指名委員会、報酬委員会および監査委員会の構成は以下を予定しております。
指名委員会 武樋 政司（委員長） 五木田 彬 掛谷 建郎
報酬委員会 武樋 政司（委員長） 五木田 彬 掛谷 建郎
監査委員会 石川 尚志（委員長） 五木田 彬 櫻井 光太
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会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づ
き、当社及び当社子会社（以下、「当社グループ」と
いいます。）の取締役（社外取締役を除く）、執行役、
執行役員及び従業員に対してストックオプションとし
て発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役
会に委任することにつきご承認をお願いするものであ
ります。

1 特に有利な条件により新株予約権を引受け
る者の募集をすることを必要とする理由

当社グループの業績向上への意欲と士気を高めるとと
もに、優秀な人材を登用することにより健全な経営と
持続的に成長する企業になることを目的とし、当社グ
ループの取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行
役員及び従業員に対しストックオプションとして新株
予約権を無償で発行するものであります。

2 本株主総会において決定する事項に基づ
いて募集事項の決定をすることができる
新株予約権の内容及びその数の上限

(1)その委任に基づいて募集事項の決定をすることが
できる新株予約権の数の上限

下記(3)に定める内容の新株予約権5,000個を上限と
する。
なお、新株予約権を行使することにより交付を受ける
ことができる株式の総数は、当社普通株式500,000
株を上限とし、下記(3)により当該新株予約権に係る
付与株式数が調整された場合は、当該新株予約権に係

る調整後付与株式数に上記新株予約権の上限数を乗じ
た数とする。

(2)その委任に基づいて募集事項の決定をすることが
できる新株予約権につき、金銭の払込は要しない
こととする。

(3)その委任に基づいて募集事項の決定をすることが
できる新株予約権の内容

①新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は普通株式と
し、各新株予約権の目的である株式数（以下、「付
与株式数」といいます。）は100株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、
次の算式により付与株式数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時
点で権利行使されていない新株予約権の目的となる
株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未
満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行
い本新株予約権が承継される場合、当社が新設分割
もしくは吸収分割を行う場合、または当社が株式交
換もしくは株式移転を行う場合、当社は必要と認め
る株式数の調整を行う。
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取締役（社外取締役を除く)、執行役、執行役員及び従業員に対してスト
ックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締
役会に委任する件

第 2号議案  
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②新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
は、次により決定される１株当たりの払込金額（以
下、「払込金額」といいます。）に付与株式数を乗じ
た金額とする。
払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の
前月の各日（取引が成立していない日を除く）の東
京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平
均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り
上げ）とする。
ただし、当該金額が新株予約権発行日の前営業日の
東京証券取引所における当社株式普通取引の終値
（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終
値）を下回る場合は、当該終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株
式併合を行う場合は、下記算式（※1）により払込金
額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切
り上げる。
また、新株予約権発行日後に時価を下回る価額で新
株を発行または自己株式の処分（新株予約権の行使
による場合を除く）を行う場合は、下記算式（※2）
により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未
満の端数は切り上げる。
下記算式（※2）において、「既発行株式数」とは当
社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株
式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自

己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を
「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

③新株予約権を行使することができる期間
平成26年６月24日から平成34年６月23日までの
範囲内で、取締役会において決定するものとする。

④新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ
る増加する資本金及び資本準備金に関する事項
Ⅰ．新株予約権の行使により株式を発行する場合にお
いて増加する資本金の額は、会社計算規則第17
条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の
２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数
が生じたときは、その端数を切り上げるものとす
る。

Ⅱ．本新株予約権の行使により株式を発行する場合に
おいて増加する資本準備金の額は、上記Ⅰ．記載
の資本金等増加限度額から上記Ⅰ．に定める増加
する資本金の額を減じた額とする。

⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要す
る。

⑥新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。

�������	
� ���� ������������ ������ ���� !"#�+$%& �'())��*��������+�,-���

調整後
払込金額 ＝ ×調整前

払込金額
1

分割・併合の比率

※1

調整後
払込金額 ＝ ×調整前

払込金額
既発行株式数

既発行株式数＋新規発行株式数

+
新規株式発行前の１株当たりの時価
新規発行株式数×１株当たりの払込金額※2



11

⑦当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限
る）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
（以上を総称して以下、「組織再編行為」といいま
す。）をする場合において、組織再編行為の効力発
生の時点において残存する新株予約権（以下、「残
存新株予約権」といいます。）の新株予約権者に対
し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項
第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、
「再編対象会社」といいます。）の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この
場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対
象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予
約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契
約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又
は株式移転計画において定めた場合に限るものとす
る。
Ⅰ．交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する
新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権
の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

Ⅱ．新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種
類
再編対象会社の普通株式とする。

Ⅲ．新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記①に準じ
て決定する。

Ⅳ．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資され
る財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の
上調整した再編後払込金額に上記Ⅲ．に従って決
定される当該新株予約権の目的である株式の数を
乗じて得られる金額とする。

Ⅴ．新株予約権を行使することができる期間
上記③に定める新株予約権を行使することができ
る期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のう
ちいずれか遅い日から、上記③に定める新株予約
権を行使することができる期間の満了日までとす
る。

Ⅵ．新株予約権の行使により株式を発行する場合にお
ける増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記④に準じて決定する。

Ⅶ．譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対
象会社の承認を要するものとする。

Ⅷ．新株予約権の取得条項
上記⑥に準じて決定する。

⑧新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式
の数に１株に満たない端株がある場合には、これを
切り捨てるものとする。
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1 当社の財務及び事業の方針の決定を支配
する者の在り方に関する基本方針（会社
支配に関する基本方針）

当社は、「お客様に信頼され、選ばれる企業であり続
ける」ことを経営理念としており、「今までの日本に
ない証券会社をつくろう」を合言葉に「金融・証券界
のブランド・ブティックハウス」となることを目指し
ています。当社の経営基盤は、お客様との“Long
Term Good Relation”に基づくサービスの提供に
あり、これを強化することによって中長期的に当社の
企業価値ひいては株主共同の利益を向上させることが
できるものと考えております。
そのため、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定
を支配する者は、当社の経営理念を理解し、当社の企
業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上してい
くことを可能とする者である必要があると考えていま
す。
また、当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案に
ついての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に
基づき行われるべきものと考えております。従って、
当社は、当社株式について大規模買付行為がなされる
場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益
に資するものであれば、これを否定するものではあり
ません。
しかしながら、株式の大規模買付行為の中には、その
行為の目的等が企業価値・株主共同の利益に対する明
白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上
強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株
主が株式の大規模買付行為の内容等について検討し、
あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するため

の十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買
収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすため
に買収者との協議・交渉を必要とするもの等、大規模
買付行為の対象となる会社の企業価値・株主共同の利
益に資さないものも想定されます。
当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益
に資さない大規模買付行為を行う者は、当社の財務及
び事業の方針の決定を支配する者として不適切であ
り、このような者による大規模買付行為に対しては、
必要かつ相当な対応措置を採ることにより、当社の企
業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要がある
と考えます。

2 当社の財産の有効な活用、適切な企業集
団の形成その他の会社支配に関する基本
方針の実現に資する特別な取組み

(1)中期経営計画による企業価値向上への取組み
当社は、従来より取り組んできた金融の「ブランド・
ブティックハウス」の土台をより強固なものにするた
めに、平成24年３月末をターゲットとした「中期経
営計画」に取り組んで参りました。しかしながら、世
界的な景気減速懸念や欧州債務問題、東日本大震災の
復旧の停滞等、国内外で世界の経済や金融市場を揺る
がす問題が多数発生したことにより、「中期経営計画」
は満足できる水準には至りませんでした。
このような経営環境の中、平成24年４月より、「中期
経営計画」の数値目標を再度チャレンジする計画期間
（平成24年４月から平成26年３月末まで）を２年間
とする新中期経営計画「リカバリー・チャレンジ」を
以下のとおり策定しております。
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当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）承認の件第 3号議案  
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①経営方針
経営理念「お客様に信頼され、選ばれる企業であり続ける」
経営目標「金融・証券界のブランド・ブティックハウス」
行動指針「感謝・誠実・勇気・迅速・継続」「Long Term Good Relation」

②新中期経営計画（リカバリー・チャレンジ）の数値目標
目標の時期 平成26年３月末
預り資産 ２兆円
主幹事会社数（累計） 35社
ＲＯＥ 10％程度

③基本戦略
Ⅰ.「いちよしクレド」徹底の実行 ― 永続的な成長のベースになる経営理念
Ⅱ. 営 業 基 盤 の 拡 大 ― 預り資産の増大
Ⅲ. 収 支 構 造 の 改 善 の 継 続 ― 株式市場の変動に影響されない収支構造の促進
Ⅳ. 既存ビジネスの収益力の厚み増加 ― 中小型株特化の収益力アップ
Ⅴ. いちよしグループの総合力アップ ― 『トライアングル・ピラミッド経営』の強化
Ⅵ. コ ン プ ラ イ ア ン ス の 実 践 ― コンプライアンスは競争力の源泉
Ⅶ. チ ャ ネ ル の 多 様 化 ― 地方証券との業務提携
Ⅷ. 人 材 の 育 成 ― 人材こそが成長の源泉

(2)コーポレート・ガバナンス、株主還元等に関する
取組み

当社は、上述の経営理念を実現させるべく、従来より
一貫して経営の意思決定の機動性、透明性、業務執行
の迅速性、及び業務執行に対する監督強化を図ってお
り、コーポレート・ガバナンスを経営における最優先
課題の一つとしております。
当社は、平成15年６月より委員会設置会社の制度を
採用しております。当社取締役会においては、独立性
を有する社外取締役３名による執行役の業務執行の監
督が行われており、監査委員会においては、独立性を
有する監査委員２名を含む監査委員会による取締役及
び執行役の業務執行の監査が行われております。ま
た、当社は、内部監査部門として内部監査部を、平成

18年５月より内部統制委員会を設置し、内部統制の
整備・充実に努めております。
これらに加え、平成21年２月より、業務執行力のよ
り一層の強化と少人数の執行役による機動的な意思決
定を図るため、執行役員制度を導入しております。
また、当社は、株主還元につきましても積極的に取り
組んでおり、経営上の重要課題として捉えておりま
す。
業績連動型の配当方針を基本とし、配当性向をベース
とした配当を行っておりますが、利益還元を継続して
充実させていくことを目的として、平成20年３月期
より新たに純資産配当率（DOE）も勘案した配当金
額を決定しております。
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具体的には、配当性向（40％程度）と純資産配当率
（４％程度）を配当基準とし、それぞれ算出された金
額のうち、いずれか高いものを採用して配当金額を決
定する方針であります。
なお、平成23年３月期の中間配当より、配当性向
（40％程度）は継続し、純資産配当率（ＤＯＥ）につ
いては半期毎に見直すこととしております。
さらに、当社は、従来より地域社会における文化活
動、ボランティア活動への参加やイベントへの協賛等
に積極的に取り組んでおります。
当社は、以上のような諸施策を実行し、当社の企業価
値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図っていく
所存であります。

3 会社支配に関する基本方針に照らして不
適切な者によって当社の財務及び事業の
方針の決定が支配されることを防止する
ための取組み

(1)目的
当社は、大規模買付行為が行われる際には、大規模買
付者から大規模買付行為の目的、内容、将来にわたる
経営戦略等について十分な情報が提供され、また、対
象会社の経営陣が当該大規模買付行為を検討・評価し
た上、対象会社としての意見表明や情報提供等を行
い、これらの情報を前提に十分な検討の時間を取った
上で株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かの判
断をなすことができるようにするべきものと考えてお
ります。このような必要十分な情報提供と熟慮期間の
確保は、自由・公正な証券市場を形成する上で不可欠
なものであると考えております。
そこで、当社は、「当社株券等の大規模買付行為への
対応方針について（買収防衛策）」を更新し（以下、
更新後の対応方針を「本対応方針」といいます。）、特

定株主グループ（注１）の議決権割合（注２）を20
％以上とすることを目的とする当社株券等（注３）の
取得行為、又は特定株主グループの議決権割合が結果
として20％以上となる当社株券等の取得行為を併せ
て大規模買付行為と定義し、以下のとおり、当社株券
等の大規模買付行為に関するルール（以下、「大規模
買付ルール」といいます。）といたしました。
なお、現時点において、当社が特定の第三者から大規
模買付の提案を受けている事実はありません。

(2)大規模買付ルールの概要
当社の定める大規模買付ルールは、Ⅰ．大規模買付行
為を行う者（以下、「大規模買付者」といいます。）か
ら当社取締役会に対して事前に必要かつ十分な情報が
提供され、Ⅱ．当社取締役会による一定の評価期間が
経過した後に大規模買付行為の開始を認める、という
ものです。

①大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合
には、まず当社宛に、大規模買付ルールに従う旨の
意向表明書を提出していただきます。意向表明書に
は、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表
者の氏名、国内連絡先及び提案する大規模買付行為
の概要等を明示していただきます。

②大規模買付者には、当社取締役会に対して、株主の
皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のた
めに必要であるとして当社取締役会が定める情報
（以下、「大規模買付情報」といいます。）を提供し
ていただきます。当社は、上記意向表明書の受領後
５営業日以内に、大規模買付者から当初提供してい
ただくべき大規模買付情報のリストを大規模買付者
に交付します。なお、当初提供していただいた情報
だけでは大規模買付情報として十分でないと考えら
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れる場合、必要かつ十分な情報が揃うまで追加的
に情報提供をしていただくことがあります。大規
模買付情報の主な項目は、以下のとおりです。

Ⅰ．大規模買付者及びその特定株主グループの概要
Ⅱ．大規模買付行為の目的及び内容
Ⅲ．買付対価の算定根拠及び買付資金の裏づけ
Ⅳ．大規模買付行為完了後に意図する当社グループの
経営方針及び事業計画

Ⅴ．大規模買付行為完了後に意図する当社グループの
お客様、取引先、地域社会、従業員その他の当社
グループに係る利害関係者に関する方針

Ⅵ．大規模買付者が当社グループの事業と同種の事業
を営んでいる場合、独占禁止法や海外競争法に照
らして大規模買付行為の適法性についての考え方
なお、当社取締役会は、大規模買付行為の提案があ
った事実及び当社取締役会に提供された大規模買付
情報について、株主の皆様の判断のために必要であ
ると認められる場合には、適切と判断する時点で、
その全部又は一部を開示します。また、当社取締役
会は、大規模買付者による大規模買付情報の提供が
必要かつ十分になされたと判断した場合には、速や
かにその旨及び評価期間が満了する日を開示しま
す。

③当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度
等に応じ、大規模買付情報の提供が完了した後、原
則として、Ⅰ．対価を円貨の現金のみとする公開買
付けによる当社全株式を対象とする買付の場合には
60日間、Ⅱ．その他の大規模買付行為の場合には
90日間、が当社取締役会及び独立委員会による評
価、検討、意見形成、交渉、代替案立案等のための
期間（以下、「評価期間」といいます。）として与え
られるべきものと考えます。従って、大規模買付行
為は、評価期間の経過後においてのみ開始すること

ができるものとします。
評価期間中、当社取締役会は、提供された大規模買
付情報や、これについての当社取締役会としての意
見を、当社取締役会から独立した独立委員会（その
詳細については、下記(3)③「独立委員会の設置」
をご参照下さい。）に対して伝え、また、当社取締
役会としての代替案を提示することもあります。こ
れを受けて、独立委員会は、評価期間中に、大規模
買付情報や当社取締役会の意見を十分に評価・検討
し、また、大規模買付者との間で大規模買付行為に
関する条件改善について協議、交渉等をした上、下
記(3)記載のとおり勧告を行うものとします。

(3)大規模買付行為が開始された場合の対応方針

①大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
大規模買付者によって大規模買付ルールが遵守され
ない場合には、当社取締役会は、企業価値又は株主
共同の利益の確保・向上を目的として、新株予約権
の無償割当てなどの会社法その他の法律及び当社定
款が当社取締役会の権限として認める措置をとり、
大規模買付行為に対抗することがあります。対抗措
置の発動に際しては、必ず独立委員会の勧告を得る
ものとし、その勧告を最大限尊重し、当社取締役会
が対抗措置の発動を決定します。具体的な対抗措置
については、その時点で相当と認められるものを選
択することとなります。具体的な対抗措置として新
株予約権の無償割当てを行う場合の新株予約権の概
要は、別紙記載のとおりとします。なお、実際に新
株予約権無償割当てを実施する場合には、対抗措置
としての効果を勘案した行使期間、行使条件、及び
取得条項等を設けることがあります。
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②大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
当社取締役会は、大規模買付者により大規模買付ル
ールが遵守されている場合、原則として、大規模買
付行為に対する対抗措置は講じません。
もっとも、例外的に、大規模買付行為が当社の企業
価値又は株主共同の利益の確保・向上に反すると認
められる場合には、当社取締役会は、必ず独立委員
会の勧告を得た上、その勧告に従い適切と判断する
時点において、株主の皆様の利益を守るために相当
と認められる対抗措置を講じることがあります。
具体的には、以下のⅠ.ないしⅥ.の類型に該当する
と認められる場合には、大規模買付行為が当社の企
業価値又は株主共同の利益の確保・向上に反すると
認められる場合に該当するものと考えます。
Ⅰ．真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわ
らず、ただ株価を吊り上げて高値で株式を当社関
係者に引き取らせる目的で大規模買付行為を行っ
ていると判断される場合

Ⅱ．当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上
必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主
要取引先や顧客等を大規模買付者やそのグループ
会社等に移譲させる目的で大規模買付行為を行っ
ていると判断される場合

Ⅲ．当社の経営を支配した後に、当社の資産を大規模
買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済
資源として流用する予定で大規模買付行為を行っ
ていると判断される場合

Ⅳ．当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当
面関係していない不動産、有価証券等の高額資産
等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時
的な高配当をかけさせるか、あるいは一時的高配
当による株価の急上昇の機会を狙って当社株式の
高値売り抜けをする目的で大規模買付行為を行っ
ていると判断される場合

Ⅴ．大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、
強圧的二段階買収（最初の買付で全株式の買付を
勧誘することなく、二段目の買付条件を不利に設
定し、あるいは明確にしないで、公開買付等の株
式買付を行うことをいう。）など、株主の判断の
機会又は自由を制約し、事実上、株主に当社株式
の売却を強要するおそれがあると判断される場合
（ただし、部分的公開買付けであることをもって
当然にこれに該当するものではない。）

Ⅵ．その他、Ⅰ.ないしⅤ.に準じる場合で、当社の企
業価値又は株主共同の利益を毀損し、当社に回復
し難い損害をもたらすと合理的な根拠をもって判
断される場合

③独立委員会の設置
当社は、大規模買付ルールを定めるに際し、大規模
買付ルールを適正に運用し、当社取締役会によって
恣意的な判断がなされることを防止するため、当社
経営陣から独立した委員で構成される独立委員会を
設置します。当社第70期定時株主総会（以下、「本
株主総会」といいます。）において、本対応方針に
ついて株主の承認を得られた場合の独立委員会の委
員は３名とし、その詳細は別紙のとおりとします。
独立委員会は、当社取締役会等から受領した大規模
買付情報や当社取締役会の意見などの検討等を行
い、また、当社の企業価値又は株主共同の利益の確
保・向上という観点から当該大規模買付行為の内容
を改善するために必要と認めた場合、直接又は間接
に、大規模買付者と協議、交渉等を行います。
独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールを
遵守したか否か、及び対抗措置をとるか否かの判断
を行い、当社取締役会に対して勧告を行います。独
立委員会は、その判断をするにあたっては、当社の
費用で、当社経営陣から独立した第三者（財務アド
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バイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントそ
の他の専門家を含みます。）の助言を得たり、当社
の取締役、執行役、執行役員、従業員等に独立委員
会への出席を要求し、必要な情報について説明を求
めることができるものとします。なお、独立委員会
は、当該勧告の概要その他独立委員会が適切と判断
する事項について、速やかに情報開示を行います。
当社取締役会は、独立委員会のかかる勧告を最大限
尊重して、大規模買付者に対して対抗措置を講じる
か否かの決定を行うものとします。当社取締役会
は、対抗措置を講じることを決定した場合、対抗措
置の具体的内容等について速やかに情報開示を行い
ます。

(4)株主・投資家に与える影響等

①大規模買付ルール更新時の影響等
大規模買付ルールは、株主の皆様が大規模買付行為
に応じるか否かを適切に判断したり、あるいは当社
取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必
要な情報や時間を確保することなどを可能にするこ
とによって、当社の企業価値・株主共同の利益を確
保するためのものです。
従いまして、大規模買付ルールを更新することは、
株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行う上で
の前提となるものであり、株主及び投資家の皆様の
利益に資するものであると考えております。
また、大規模買付ルールの更新時点では、新株予約
権無償割当て等は行われませんので、株主の皆様あ
るいは投資家の皆様の権利・利益に具体的な影響が
生じることはありません。

②大規模買付ルールに定める対抗措置の発動時の影響等
対抗措置の発動によって、株主の皆様（大規模買付
者及びその特定株主グループ等を除きます。）が法
的権利の毀損や経済的な損失を被るような事態は想

定しておりません。
対抗措置として考えられるもののうち、新株予約権
の無償割当てについての株主の皆様に関わる手続き
については、次のとおりとなります。
新株予約権の無償割当てを受けた株主の皆様には、
新株予約権の行使により新株を取得するために所定
の期間内に一定の金額の払込みをしていただく必要
があります。なお、当社取締役会が新株予約権を取
得することを決定した場合には、行使価額相当の金
額を払込むことなく、当社による新株予約権の取得
の対価として、株主の皆様に当社株式を交付するこ
とがあります。かかる手続きの詳細につきまして
は、実際に新株予約権の無償割当てをすることにな
った際に、法令及び金融商品取引所規則に従ってお
知らせいたします。
なお、具体的な対抗措置の発動を決議した後であっ
ても、大規模買付者が事後的に大規模買付行為の撤
回又は変更を行うなど、当該対抗措置の発動が適切
ではないと当社取締役会が判断した場合には、独立
委員会の勧告を十分尊重した上で当該対抗措置を中
止する場合があります。この場合には、一株当たり
の株式価値の希釈化が生じませんので、一株当たり
の株式価値の希釈化を前提として売付等を行った株
主又は投資家の皆様は株価の変動により、不測の損
害を被る可能性があります。

(5)本対応方針の有効期限
本対応方針については、本株主総会において、株主の
皆様のご承認を得られることを条件として更新し、新
たな有効期限を、平成25年６月開催予定の定時株主
総会終結時までといたします。ただし、本対応方針の
有効期限満了前であっても、当社株主総会又は当社取
締役会において、本対応方針を廃止する旨の決議がな
されたときは、その時点で本対応方針は廃止されるも
のとします。
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4 上記各取組みに対する当社取締役会の判
断及びその理由

(1)会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な
取組み（上記２の取組み）について

上記２に記載した企業価値向上への取組みやコーポレ
ート・ガバナンス、株主還元等に関する取組みといっ
た各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続
的かつ持続的に向上させるための具体的施策として策
定されたものであり、まさに会社支配に関する基本方
針の実現に資するものです。
従って、これらの各施策は、会社支配に関する基本方
針に沿い、当社の企業価値・株主共同の利益に合致す
るものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的と
するものではありません。

(2)会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者
によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配
されることを防止するための取組み（上記３の取
組み）について

①上記取組みが会社支配に関する基本方針に沿うもの
であること
本対応方針は、大規模買付行為が行われる場合に、
当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断
し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を
提案するために必要な情報や時間を確保したり、株
主の皆様のために大規模買付者と協議・交渉等を行
うことなどを可能とすることにより、当社の企業価
値・株主共同の利益を確保するための枠組みであ
り、会社支配に関する基本方針に沿うものです。

②上記取組みが株主の共同の利益を損なうものでな
く、また、会社役員の地位の維持を目的とするもの
ではないこと
当社は、次の理由により、本対応方針は、株主の共

同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社
役員の地位の維持を目的とするものではないと考え
ております。
Ⅰ．買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17
年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の
利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する
指針」の定める三原則を充足しております。ま
た、経済産業省に設置された企業価値研究会が平
成20年６月30日に発表した「近時の諸環境の変
化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容を踏ま
えております。

Ⅱ．株主意思を重視するものであること
当社は、本対応方針について株主の皆様のご意思
を確認するため、本株主総会において本対応方針
について株主の皆様にお諮りさせていただきま
す。また、本対応方針は、有効期限を約１年間と
しており、毎年株主の皆様にお諮りさせていただ
きます。

Ⅲ．独立した社外者の判断の重視と情報開示
当社は、本対応方針において大規模買付ルールを
設定するにあたり、当社取締役会の恣意的判断を
排除し、株主の皆様のために、大規模買付ルール
の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機
関として独立委員会を設置しております。
独立委員会によって、当社取締役の行動を厳しく
監視すると共に、その判断の概要については株主
の皆様に情報開示をすることとされており、当社
の企業価値・株主共同の利益に資する範囲で大規
模買付ルールの透明な運営が行われる仕組みが確
保されています。
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Ⅳ．合理的な客観的要件の設定
本対応方針に基づく大規模買付ルールは、上記３
(3)「大規模買付行為が開始された場合の対応方
針」にて記載したとおり、合理的かつ詳細な客観
的要件が充足されなければ発動されないように設
定されており、当社取締役会による恣意的な発動
を防止するための仕組みを確保しております。

Ⅴ．第三者専門家の意見の取得
大規模買付者が出現すると、独立委員会は、当社
の費用で、当社経営陣から独立した第三者（財務
アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタ
ントその他の専門家を含みます。）の助言を受け
ることができるものとしています。これにより、
独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強
く担保される仕組みとなっています。

Ⅵ．デッドハンド型の買収防衛策ではないこと
上記３(5)「本対応方針の有効期限」にて記載し
たとおり、本対応方針は、大規模買付者が、自己
の指名する取締役を株主総会で選任し、かかる取
締役で構成される取締役会により、本対応方針を
廃止することが可能です。
従って、本対応方針は、デッドハンド型の買収防
衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させても
なお、発動を阻止できない買収防衛策）ではあり
ません。また、当社は取締役の解任要件を加重し
ておりません。

注１：特定株主グループとは、
(ⅰ)当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規
定する「株券等」をいいます。）の保有者（同法第27条
の23第３項に基づき保有者に含まれる者も含みます。以
下同じとします。）及びその共同保有者（同法第27条の
23第５項に規定する「共同保有者」をいい、同条第６項
に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。以下、
同じとします。）
又は、
(ⅱ)当社の株券等（同法第27条の２第１項に規定する「株
券等」をいいます。）の買付け等（同法第27条の２第１
項に規定する「買付け等」をいい、取引所金融商品市場
において行われるものを含みます。）を行う者及びその特
別関係者（同法第27条の２第７項に規定する「特別関係
者」をいいます。）
を意味します。

注２：議決権割合とは、
(ⅰ)特定株主グループが、注１の(ⅰ)記載の場合は、当該保
有者の株券等保有割合（金融商品取引法第27条の23第４
項に規定する「株券等保有割合」をいいます。この場合
においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数
（同項に規定する「保有株券等の数」をいいます。以下、
同じとします。）も加算して計算するものとします。）
又は、
(ⅱ)特定株主グループが、注１の(ⅱ)記載の場合は、当該大
規模買付者及び当該特別関係者の株券等所有割合（同法
第27条の２第８項に規定する「株券等所有割合」をいい
ます。）の合計
をいいます。

注３：株券等とは、金融商品取引法第27条の23第１項、又は同
法第27条の２第１項のいずれかに規定する「株券等」を
いいます。
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別紙
新株予約権の概要

(1)新株予約権の数
新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以
下、「新株予約権無償割当て決議」といいます。）にお
いて当社取締役会が別途定める一定の日（以下、「割
当期日」といいます。）における当社の最終の発行済
株式総数（ただし、同時点において当社の有する当社
株式の数を控除します。）と同数とします。

(2)割当対象株主
割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された
当社以外の株主に対し、その有する当社株式１株につ
き新株予約権１個の割合で、新株予約権を割り当てま
す。

(3)新株予約権の無償割当ての効力発生日
新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別
途定める日とします。

(4)新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の１個の目的である株式の種類は、当社が
現に発行している株式（普通株式）とし、新株予約権
の１個の目的である株式の数（以下、「対象株式数」
といいます。）は、原則として1株とします。

(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭と
し、新株予約権の行使に際して出資される財産の株式
１株当たりの価額は、新株予約権無償割当て決議にお
いて当社取締役会が別途定める１円以上の価額としま
す。

(6)新株予約権の行使期間
新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別
途定めた日を初日（以下、かかる行使期間の初日を
「行使期間開始日」といいます。）とし、１ヶ月間から
３ヶ月間までの範囲で新株予約権無償割当て決議にお
いて当社取締役会が別途定める期間とします。ただ
し、下記(9)項②に基づき、当社が新株予約権を取得
する場合、当該取得に係る新株予約権についての行使
期間は、当該取得日の前営業日までとします。

(7)新株予約権の行使条件
大規模買付者及びその特定株主グループ、ならびにこ
れらの者が実質的に支配し、これらの者と共同して行
動する者として当社取締役会が認めた者（以下、「非
適格者」といいます。）は、原則として新株予約権を
行使することができません。また、外国の適用法令
上、新株予約権の行使にあたり所定の手続きが必要と
される非居住者も、原則として新株予約権を行使する
ことができません（ただし、非居住者のうち当該外国
の適用法令上適用除外規定が利用できる者等の一定の
者は行使することができるほか、非居住者の有する新
株予約権も、下記(9)項のとおり、当社による当社株
式を対価とする取得の対象となります。）。

(8)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役
会の承認を要します。

�������	
� ���� ������������ ������ ���� !"#��+$%& �'())��*��������+�,-���



21

(9)当社による新株予約権の取得
①当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、
当社が新株予約権を取得することが適切であると当
社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途
定める日において、全ての新株予約権を無償にて取
得することができるものとします。
②当社は、当社取締役会が別途定める日において、非
適格者以外の者が有する新株予約権のうち当該当社
取締役会が定める日の前営業日までに未行使のもの
全てを取得し、これと引換えに、新株予約権１個に
つき対象株式数の当社株式等を交付することができ
ます。

また、かかる取得がなされた日以降に、新株予約権
を有する者のうち非適格者以外の者が存在すると当
社取締役会が認める場合には、上記の取得がなされ
た日より後の当該当社取締役会が別途定める日にお
いて、当該者の有する新株予約権のうち当該当社取
締役会の定める日の前営業日までに未行使のもの全
てを取得し、これと引換えに、新株予約権１個につ
き対象株式数の当社株式等を交付することができる
ものとし、その後も同様とします。
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別紙
独立委員会委員略歴

当社の独立委員会の委員は、以下の３名を予定しております。

安斎 隆（あんざい たかし）
【略歴】
昭和16年１月17日生
昭和38年４月 日本銀行 入行
昭和60年３月 同行新潟支店長
平成６年５月 同行考査局長
平成６年12月 同行理事
平成10年11月 日本長期信用銀行頭取
平成12年８月 ㈱イトーヨーカ堂顧問
平成13年４月 ㈱アイワイバンク銀行（現 ㈱セブン銀行）代表取締役社長
平成22年６月 同社代表取締役会長（現任）
※ 安斎隆氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、取引関係も一切ございません。

池田 典義（いけだ のりよし）
【略歴】
昭和15年８月14日生
昭和38年４月 モービル石油㈱ 入社
昭和46年４月 ㈱フジコンサルト（現 ㈱アイネット）代表取締役社長
平成15年６月 ㈱テレビ神奈川社外取締役（現任）
平成15年６月 一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会会長（現任）
平成18年６月 ㈱アイネット代表取締役会長（現任）
平成22年３月 ㈱相模原ゴルフクラブ代表取締役社長（現任）
※ 池田典義氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、取引関係も一切ございません。

五木田 彬（ごきた あきら）
【略歴】
昭和22年９月20日生
昭和53年４月 検事任官 東京地方検察庁（刑事部、公判部）
昭和54年３月 水戸地方検察庁
昭和57年３月 東京地方検察庁（刑事部、特別捜査部）
昭和60年３月 大阪地方検察庁（特別捜査部）
昭和62年３月 東京地方検察庁（特別捜査部）
昭和63年３月 検事退官
昭和63年４月 弁護士登録
平成６年５月 五木田・三浦法律事務所（現任）
平成22年６月 当社取締役（現任）
※ 五木田彬氏は会社法第２条第15号に規定される社外取締役です。同氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、取引関係も
一切ございません。

以 上
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（添付書類）

事業報告
（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
(1)経営の基本方針と業務運営体制
①経営の基本方針
　いちよしグループは、「今までの日本にない証券
会社をつくろう」を合言葉に「金融・証券界のブラ
ンド・ブティックハウス」を経営目標に掲げており
ます。経営理念である「お客様に信頼され、選ばれ
る企業であり続ける」の下、お客様との信頼関係を
ベースに、長期間継続してお取引をしていただくた
めに“売れる商品でも、売らない信念。”であるい
ちよし基準を実施しております。お客様が安心して
持ち続けられる商品を提案し、より多くのお客様に
最も信頼される金融機関を目指しております。

②業務運営体制
　いちよしグループの業務運営体制は「トライアン
グル・ピラミッド経営」を推進しています。
　リサーチをベースに個人部門、法人部門、サポー
ト・商品部門の正三角形４面体をバック部門という
土台が支えることにより、各部門及び関係会社の機
能を最大限に発揮させることを目的とした経営スタ
イルです。さらに各部門のコ・ワーク（共同業務推
進）によるシナジー効果により、お客様により良い
商品、より良い情報、より良いサービスをご提供
し、その結果として、お客様の大切な金融資産の運
用及び中堅企業経営のお役に立つことを目指してお
ります。
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お客様
個人部門

いちよし基準

トライアングル・ピラミッド経営

サポート・商品部門

法人部門

リサーチ部門
いちよし経済研究所

バック部門

※
いちよし投資顧問

※いちよし投資顧問株式会社は、平成２４年５月１日に「いちよしアセットマネジメント株式会社」と商号
　変更いたしました。

いちよしビジネスサービス
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(2)事業の経過及びその成果
　当連結会計年度は、東日本大震災の発生、米中など
の世界的な景気減速懸念や欧州債務危機の深刻化、タ
イの大洪水など、国内外で世界の経済や金融市場を揺
るがす問題が多数発生しました。外国為替市場におい
てもドル及びユーロに対して年度の半ばにかけて急速
に円高が進行し、日本経済や企業業績に与える影響へ
の懸念も高まりましたが、年明け２月の日銀による追
加金融緩和などにより流れが変わりました。
　国内の株式市場は、昨年３月の東日本大震災により
寸断された供給網の復旧等による国内景気の回復期待
から、日経平均株価は７月８日には10,207円の高値
を付けました。その後は欧州債務危機の深刻化などか
ら調整に転じ、日経平均株価は11月25日に昨年３月
の震災後安値を割り込み8,135円を記録しました。そ
の後、年末の欧州中央銀行（ECB）による３年物資
金供給オペ（LTRO）による大量の資金供給を契機と
して欧州債務危機への不安が和らぎ世界の株式市場が
回復に転じたのと歩調をあわせて日経平均株価も上昇
に転じました。こうしたなか、２月14日の日銀金融
政策決定会合で決めた追加金融緩和と、物価上昇率１
％を目指す実質的なインフレターゲットの導入をきっ
かけに、円安・株高に大きく流れが転換しました。３

月27日には、日経平均株価が10,255円と、震災後高
値を更新し、期末は10,083円と、２年ぶりに１万円
の大台を回復して期末を迎えました。
　当社が得意とする新興市場では、代表的な指標であ
る日経ジャスダック平均株価が７月に付けた震災後高
値以降の調整局面を経て11月下旬を底に反発に転じ
ました。年度末に近い３月21日には日経ジャスダッ
ク平均株価が1,395円と昨年来高値を更新し、期末は
1,370円で終わりました。
　当連結会計年度における東証一日平均売買代金は前
連結会計年度比16.0％減の１兆3,049億円、大証ジ
ャスダック市場一日平均売買代金は同5.8％減の197
億円となりました。
　また、当社は従来よりの「ＨＳＢＣニューリーダー
ズ・ソブリン・オープン」をはじめ、「メロン世界新
興国ソブリン・ファンド」、「ＤＷＳグローバル公益債
券ファンド（毎月分配型）Ａコース」、１月より取り
扱いを開始した「ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシ
ー・ファンド〔愛称：ウィンドミル〕」といった投資
信託をお客様の安定的な資産（ベース資産）として位
置づけ、販売に注力して参りました。
　一方、流通市場での活発なエクイティ営業、及び東
日本の復興事業を担う企業に投資するファンド（東日
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市場の推移

４
平成23年

５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １
平成24年
２ ３

日経平均株価

9,708円
（4/1）

10,083円
（3/30）

４
平成23年

５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １
平成24年
２ ３

為替 ドル／円

83.69円
（4/1）

82.08円
（3/30）
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本復興応援株式ファンド〔愛称：ニッポンの絆〕）の
設定、並びに既公開企業の公募増資引受業務において
主幹事２社を獲得するなど、積極的に中小型・新興企
業に特化したビジネスに取り組んで参りました。
　その結果、当社グループの純営業収益は143億40
百万円となりました。一方、販売費・一般管理費は
144億57百万円となり、経常損失は１億36百万円と
なりました。
　また、当連結会計年度末の預り資産は、１兆2,744
億円（前連結会計年度末比5.4％減）となりました。

　内訳につきましては以下のとおりであります。

(3)受入手数料等及び販売費・一般管理費等
　受入手数料の合計は129億48百万円（前連結会計
年度比11.9％増）となりました。
①委託手数料
　株券の委託手数料合計は38億98百万円（前連結
会計年度比7.7％減）となりました。
　このうち、株式委託手数料に占める中小型株式
（東証２部・大証２部、大証ジャスダック、東証マ
ザーズ）の割合は前連結会計年度の15.6％から
17.1％となりました。
②引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手
数料
　発行市場では、新規公開企業11社の幹事・引受
シ団に加入いたしました。また、既公開企業に係る
公募・売出しは主幹事２社を含む10社の幹事また
は引受シ団に加入いたしました（前連結会計年度は
新規公開企業４社の幹事・引受シ団への加入、及び
既公開企業は６社の公募・売出しの幹事・引受シ団
への加入）。
　この結果、引受け・売出し・特定投資家向け売付
け勧誘等の手数料の合計は前連結会計年度の44百
万円から大幅に増加し４億14百万円となりました。
　なお、当連結会計年度末における累計引受社数は
846社（うち主幹事29社）となりました。

③募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱
手数料
　毎月分配型ファンドを中心に販売した投資信託に
係る手数料が43億56百万円（前連結会計年度比
64.2％増）と大幅に増加したことにより、募集・
売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料
の合計は43億72百万円（同64.3％増）となりまし
た。
④その他の受入手数料
　その他の受入手数料は、投資信託の当連結会計年
度末残高が6,147億円（前連結会計年度末比7.7％
減）と減少したことにより信託報酬が38億31百万
円（同8.6％減）となり、これにアンバンドリング
手数料、変額個人年金保険等の保険手数料、公開支
援等の手数料、ラップアカウントの基本報酬及び口
座管理料等を加え、42億43百万円（同8.1％減）
となりました。

⑤トレーディング損益
株券等のトレーディング損益は、２億26百万円

（前連結会計年度比17.5％減）の利益となりまし
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当社は投資信託残高の拡大により、安定的な信託報酬を得ること
で、株式市場の変動に影響されない収支構造を目指しております。

受入手数料の内訳
科目別内訳

■ その他 412

■ 預り投資信託からの
 信託報酬 3,831

■   委託手数料 3,917
 （主に株式売買に
  係る手数料）

  委託手数料 3,917
 （主に株式売買に
  係る手数料）

■ 　募集・売出し等の
　取扱手数料 4,372
 （主に投資信託の販売手数料）

　募集・売出し等の
　取扱手数料 4,372
 （主に投資信託の販売手数料）

(単位：百万円)

■ 引受け・売出し等の
  手数料 414
 （主に新規公開企業・
  既公開企業の公募・
  売出しに係る手数料）
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た。債券・為替等は、１億91百万円（同38.1％
減）の利益となりました。その結果、トレーディン
グ損益合計では４億17百万円（同28.4％減）の利
益となりました。
⑥金融収支
　金融収益は、信用取引貸付金の期中平均残高の減
少等により１億46百万円（前連結会計年度比17.2
％減）、金融費用は、66百万円（同15.9％増）と
なり、差引き金融収支は79百万円（同33.2％減）
となりました。
⑦販売費・一般管理費
　全社的なコストの見直しにより販売費・一般管理
費は144億57百万円（前連結会計年度比1.4％減）
となりました。
　以上の結果、当連結会計年度の経常損失は１億
36百万円となりました。

⑧特別損益
　特別利益は、投資有価証券売却益31百万円及び
金融商品取引責任準備金戻入８百万円等で42百万
円を計上いたしました。特別損失は、減損損失40
百万円、システム解約損失25百万円及び和解金12
百万円等で87百万円を計上いたしました。
　その結果、当連結会計年度の特別損益は45百万
円の損失となりました。
　これらにより、税金等調整前当期純損失は１億
81百万円となり、これに法人税、住民税及び事業
税54百万円及び法人税等調整額14百万円等を加減
算した結果、当期純損失は２億22百万円となりま
した。
　なお、商品別の受入手数料の内訳は次のとおりで
あります。

（単位：百万円）

期別 区 分 株 券 債 券 受益証券 そ の 他 計

第

69

期

（
22
・
４
～
23
・
３
）

委 託 手 数 料 4,225 2 16 ― 4,245
引受け・売出し・特定投資家
向け売付け勧誘等の手数料 44 ― ― ― 44

募集・売出し・特定投資家
向け売付け勧誘等の取扱手数料 0 6 2,654 ― 2,660

そ の 他 の 受 入 手 数 料 22 2 4,192 398 4,616

計 4,292 12 6,863 398 11,567

期別 区 分 株 券 債 券 受益証券 そ の 他 計

第

70

期

（
23
・
４
～
24
・
３
）

委 託 手 数 料 3,898 0 18 ― 3,917
引受け・売出し・特定投資家
向け売付け勧誘等の手数料 414 ― ― ― 414

募集・売出し・特定投資家
向け売付け勧誘等の取扱手数料 0 15 4,356 ― 4,372

そ の 他 の 受 入 手 数 料 28 3 3,831 379 4,243

計 4,341 20 8,206 379 12,948
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(4)財務の状況
①流動資産
　前連結会計年度末に比べて10億71百万円減少
（前連結会計年度末比3.9％減）し、264億69百万
円となりました。これは、現金・預金が31億38百
万円減少したこと及び募集等払込金が19億76百万
円増加したことなどによります。
②固定資産
　前連結会計年度末に比べて４億43百万円減少
（前連結会計年度末比5.5％減）し、76億22百万円
となりました。これは、固定資産の減価償却に伴い
減少したことなどによります。
　この結果、総資産は15億15百万円減少（同4.3
％減）し、340億91百万円となりました。
③流動負債
　前連結会計年度末に比べて３億円減少（前連結会
計年度末比3.0％減）し、97億31百万円となりま
した。これは、代行事務預り金の減少等により預り
金が５億22百万円減少したことなどによります。
④固定負債
　前連結会計年度末に比べて29百万円減少（前連
結会計年度末比3.7％減）し、７億70百万円となり
ました。
⑤純資産
前連結会計年度末に比べて11億86百万円減少

（前連結会計年度末比4.8％減）し、234億86百万
円となりました。これは、配当金９億65百万円及

び当期純損失２億22百万円により利益剰余金が11
億88百万円減少したことなどによります。
　この結果、自己資本比率は68.7％となりました。
また、当社の自己資本規制比率は、454.0％となり
ました。

(5)重要な資金調達の状況
　該当事項はありません。

(6)重要な設備投資の状況
　当連結会計年度において実施いたしました設備投資
の総額は２億56百万円であり、主なものは次のとお
りであります。
・合併時システム移行に伴うソフ
トウェア等

(平成24年２月)

・電話交換機更新に伴う器具備品
等

(平成23年４月～
平成24年２月)

(7)重要な企業結合等の状況
　当連結会計年度において当社を存続会社とし、伊勢
証券株式会社を消滅会社とする吸収合併を行っており
ます。

（会社名） （合併効力発生日）
　伊勢証券株式会社 平成24年２月６日
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財務ハイライト
●営業収益

第 69期

13,101

第 70期

（単位：百万円）

14,407

●経常利益

△1,499

第 69期 第 70期

（単位：百万円）

△136

●当期純利益

△1,575

第 69期 第 70期

（単位：百万円）

△222
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(8)財産及び損益の状況の推移

第67期
(20.4.1～21.3.31)

第68期
(21.4.1～22.3.31)

第69期
(22.4.1～23.3.31)

第70期
(当連結会計年度)
(23.4.1～24.3.31)

百万円 百万円 百万円 百万円
営 業 収 益
(う ち 受 入 手 数 料)

14,256
(12,557)

15,744
(13,912)

13,101
(11,567)

14,407
(12,948)

純 営 業 収 益 14,161 15,661 13,043 14,340

経常利益又は経常損失(△) △3,261 140 △1,499 △136

当期純利益又は当期純損失(△) △4,804 40 △1,575 △222
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△) △106円03銭 0円93銭 △36円12銭 △5円08銭

総 資 産 36,596 37,254 35,607 34,091

純 資 産 28,156 26,917 24,672 23,486
(注)１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)は、期中平均発行済株式総数（自己株式を控除した株式数）により算出してお
ります。

(9)対処すべき課題
　いちよしグループの永続的な繁栄を支える「価値基
準」として役職員が「クレド」を共有し、「クレド」
に沿った行動を実践していくことにより、いちよしブ
ランドの価値を高めて参ります。
　リテールのお客様との長期にわたるお取引を基本と
し、厳選した金融商品をご提案するとともに、マーケ
ット環境を的確に捉えた資産運用サービスを通じて、
預り資産の拡大を図っております。具体的には、比較
的安定的な資産（ベース）を中心にお客様の投資の目
的やリスク許容度等に合わせ、総合的ポートフォリオ
提案を行って参ります。また、運用期間中も定期的な
情報提供を行うなどアフターフォローに努めて参りま
す。
　ホールセールビジネスについては、新興成長企業に
対する新規公開業務、引受業務、Ｍ＆Ａのアドバイス
などの投資銀行業務の拡充を図って参ります。
　海外機関投資家に対しては、当社の強みであるリサ
ーチ力を活かし中小型成長株のリサーチ・レポートの

英文配信ビジネスを拡充させて参ります。
　成長戦略の一環として、平成24年２月６日に合併
した伊勢証券の店舗を引き継ぎ、伊勢支店（三重県伊
勢市）、小俣支店（三重県伊勢市）、志摩支店（三重県
志摩市）、久居支店（三重県津市）の計４店舗を開設
しました。今後も、地方証券とのネットワーク構築や
既存営業店を分離・開設することにより販売網を広げ
ていくこと、いちよしダイレクト（コールセンター）
機能の充実、金融商品仲介業や顧客紹介業も拡大する
ことにより、お客様とのチャネルの多様化を図って参
ります。
　人材の育成に関しましては、当社の生産性向上のた
め、アドバイザー一人一人の質の向上や本社部門の専
門性の底上げが必須と考えております。若手アドバイ
ザー一人一人にベテランアドバイザーをインストラク
ターとして配置することにより現場力アップを図り、
部支店単位のコンプライアンス会議、及びe-ラーニン
グ研修等によりコンプライアンス力を充実させるな
ど、全職員の育成に力を入れております。
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(10)重要な親会社及び子会社の状況
①親会社との関係
　該当事項はありません。
②重要な子会社の状況

会 社 名 所 在 地 資 本 金 議決権比率 事 業 内 容

株式会社いちよし経済研究所 東京都中央区 20百万円 85.0％
(12.5％) 情 報 サ － ビ ス 業

いちよし投資顧問株式会社 東京都中央区 490百万円 97.0％
( 2.0％)

投 資 運 用 業
投 資 助 言 ・ 代 理 業

いちよしビジネスサ－ビス株式会社 東京都中央区 240百万円 100.0％ 不動産賃貸・仲介・管理業、事務
用品等販売業及び金融商品仲介業

(注)1.議決権比率欄の（ ）内は、間接所有割合であります。
2.いちよし投資顧問株式会社は、平成24年４月３日開催の臨時株主総会において、「いちよしアセットマネジメント株式会社」に商
号変更することを決議し、平成24年５月1日付で変更しております。

③持分法適用会社の状況

会 社 名 所 在 地 資 本 金 議決権比率 事 業 内 容

大北証券株式会社 岩手県盛岡市 128百万円 20.0％ 金融商品取引業

(11)主要な事業内容
①株式業務
　株式業務は、株式について、流通市場における委
託売買業務、自己売買業務及び発行市場における引
受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の業
務、募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の
取扱業務から成り立っており、その主な内容は、次
のとおりであります。
イ．委託売買業務
　証券取引所において、顧客の注文に従って売買を
執行する業務
ロ．自己売買業務
　当社が自己の計算において売買を行う業務
ハ．引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の
業務
　株式の募集又は売出しにつき、売れ残りを引き取
る条件で顧客に販売する業務

ニ．募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取
扱業務
　株式の募集又は売出しにつき、顧客に販売する業
務
②債券業務
　債券業務は、国、地方公共団体、企業等の発行す
る債券について、流通市場における委託売買業務、
自己売買業務及び発行市場における引受け・売出
し・特定投資家向け売付け勧誘等の業務、募集・売
出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱業務、私
募の取扱業務から成り立っております。
③投資信託業務
　投資信託業務は、投資信託受益証券及び外国投資
信託受益証券の募集・売出し・特定投資家向け売付
け勧誘等の取扱業務並びに売買業務から成り立って
おります。
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④証券先物取引業務
　証券先物取引業務は、有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外
国市場証券先物取引の委託取引業務並びに自己取引
業務から成り立っております。

⑤その他の業務
　その他の業務は、有価証券貸借取引業務、投資銀
行業務、保険業務、顧客紹介業務、金融商品仲介業
務、情報サービス業務、投資運用業、投資助言・代
理業、不動産賃貸・管理業務、事務用品等販売業務
等から成り立っております。

(12)主要な営業所の状況（平成24年３月31日現在）
①当社の営業所
本 店 東京都中央区八丁堀二丁目14番１号
支 店 46店舗

②子会社の営業所
・株式会社いちよし経済研究所 東京都中央区
・いちよし投資顧問株式会社※ 東京都中央区
・いちよしビジネスサービス株式会社 東京都中央区
　 同 大阪支店 大阪市中央区
※平成24年５月１日に「いちよしアセットマネジメント株式会社」と商号変更いたしました。
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中・四国地方 4店舗
● 岡山支店
● 倉敷支店
● 児島支店
● 小豆島支店

 
● 枚方支店
● 八尾支店
● 神戸支店
● 加古川支店
● 伏見支店
● 高田支店
● 学園前支店

近畿地方 14店舗 
● 大阪支店
● 難波支店
● 梅田支店
● 今里支店
● 針中野支店
● 石橋支店
● 岸和田支店

九州地方 5店舗
● 大牟田支店
● 佐世保支店
● 諫早支店
● 唐津支店
● 武雄支店

紀州地方 4店舗
● 御坊支店
● 田辺支店
● 環支店
● 環串本支店 ※地方の区分は当社の組織体制に基づいております。

伊勢地方 4店舗
● 伊勢支店
● 小俣支店
● 志摩支店
● 久居支店

関東地方 11店舗
● 本店
● 東京支店
● 赤坂支店
● 中目黒支店
● 吉祥寺支店
● 横浜支店
● 上大岡支店
● 千葉支店
● 浦安支店
● 越谷支店
● いちよしダイレクト

中部地方 5店舗
● 名古屋支店
● 岡崎支店
● 飯田支店
● 駒ヶ根支店
● 伊那支店
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(13)従業員の状況（平成24年３月31日現在）
①当社及び当社子会社の従業員

区 分 従 業 員 数 前期末比増減

職

　
員

名 名
男 性 670 10 減少
女 性 283 15 減少
合 計 953 25 減少

歩 合 外 務 員 4 2 減少
(注)上記のほか、顧問（10名）、参与（２名）、嘱託（２名）が在籍しております。

②当社の従業員

区 分 従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

職

　
員

名 名 歳 月 年 月
男 性 597 19 減少 42 11 12 5
女 性 255 18 減少 38 0 8 0
合計又は平均 852 37 減少 41 5 11 1

歩 合 外 務 員 4 2 減少 65 0 20 10
(注)上記のほか、顧問（８名）、参与（２名）、嘱託（２名）が在籍しております。

(14)主要な借入先及び借入額
借 入 先 借入金の種類 借入金残高

百万円
株 式 会 社 関 西 ア ー バ ン 銀 行 長 期 借 入 金 378
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 長 期 借 入 金 81
株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 短 期 借 入 金 120
株 式 会 社 り そ な 銀 行 短 期 借 入 金 20
株 式 会 社 み ず ほ コ ー ポ レ ー ト 銀 行 短 期 借 入 金 20
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 短 期 借 入 金 20
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 短 期 借 入 金 30

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 信 用 取 引 借 入 金 2,687
大 阪 証 券 金 融 株 式 会 社 信 用 取 引 借 入 金 733
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２．会社の株式に関する事項
(1)発行可能株式総数 168,159,000株

(2)発行済株式の総数 44,431,386株(うち自己株式562,144株)

(3)当事業年度末の株主数 13,801名

(4)大株主上位10名及びその持株数
株 主 名 持 株 数 持株比率

千株 ％
野 村 土 地 建 物 株 式 会 社 5,298 12.07

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー
常任代理人 香港上海銀行東京支店 2,280 5.19

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505223 2,065 4.70

日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社 (信託口) 1,474 3.36

ジェイピーモルガンクリアリングコープセク 1,235 2.81

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー
常任代理人㈱みずほコーポレート銀行決済営業部 954 2.17

株 式 会 社 野 村 総 合 研 究 所 879 2.00

三 信 株 式 会 社 869 1.98

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 849 1.93

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505225 679 1.54
(注)持株比率は自己株式（562,144株）を控除して算出しております。

３．会社の新株予約権等に関する事項
(1)当社役員が保有している新株予約権の状況
　該当事項はありません。

(2)当事業年度中に従業員等に交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。
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所有者別分布状況（持株比率）

■ 金融機関
  12.51％

■ その他の法人
  19.67％

■ 外国法人等
  26.59％

■ 個人等
  41.23％
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４．会社役員に関する事項
(1)取締役及び執行役の氏名等

平成24年３月31日現在
地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

取締役(兼)代表執行役社長 武 樋 政 司 ・取締役会議長、指名委員(委員長)、報酬委員(委員長)
取 締役 (兼) 執 行役専務 田名網 信 孝 ・投資銀行本部長
取締役 (兼) 執 行役常務 山 﨑 泰 明 ・アドバイザー本部管掌

・アドバイザーサポート本部担当
・株式会社いちよし経済研究所 取締役
・大北証券株式会社 取締役

取 締 役 石 川 尚 志 ・監査委員(委員長)
・いちよしビジネスサービス株式会社 監査役
・いちよし投資顧問株式会社 監査役
・株式会社いちよし経済研究所 監査役
・有限会社エス・アール 代表取締役社長

社 外 取 締 役 五木田 彬 ・指名委員、報酬委員、監査委員
・五木田・三浦法律事務所(弁護士)

社 外 取 締 役 掛 谷 建 郎 ・指名委員、報酬委員
・株式会社掛谷工務店 代表取締役社長
・茨木商工会議所 会頭
・摂津水都信用金庫 非常勤理事

社 外 取 締 役 櫻 井 光 太 ・監査委員
・信永東京有限責任監査法人パートナー(公認会計士)

執 行 役 常 務 髙 石 俊 彦 ・内部統制、法務、広報、秘書、引受審査担当
執 行 役 常 務 畑 中 久 人 ・財務・企画、システム、人事研修管掌

・ディーリング担当(兼)業務管理本部長
・いちよしビジネスサービス株式会社 取締役
・いちよし投資顧問株式会社 取締役
・株式会社いちよし経済研究所 取締役

執 行 役 立 石 司 郎 ・第２アドバイザー本部長、アドバイザーサポート本部長
・エチケットマナー向上推進担当(兼)アドバイザーサポート部長

執 行 役 秋 葉 滋 ・法人営業本部担当(兼)機関投資家本部長
(注)1.平成24年３月31日現在の執行役員は、次のとおりであります。

地 位 氏 名 担 当
上 席 執 行 役 員 矢 野 正 樹 第１アドバイザー本部長
執 行 役 員 中 尾 勉 九州アドバイザー本部長
執 行 役 員 仁 尾 美紀男 大阪支店長(兼)大阪資産アドバイザー部長
執 行 役 員 龍 元 裕 志 法人営業本部長
執 行 役 員 持 田 清 孝 財務・企画、システム担当(兼)財務・企画部長、システム部長
執 行 役 員 田 中 浩 一 紀州アドバイザー本部長
執 行 役 員 杉 浦 雅 夫 人事研修担当(兼)人事研修部長
執 行 役 員 玉 田 弘 文 信州アドバイザー本部長
2.取締役 五木田彬、掛谷建郎、櫻井光太の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
3.取締役 五木田彬、掛谷建郎、櫻井光太の３氏は、東京証券取引所、大阪証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生
じるおそれのない独立役員であります。
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4.取締役 櫻井光太氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
5.平成24年４月１日付で、次のとおり異動がありました。

氏 名 異動後の会社における地位 異 動 後 の 担 当
武 樋 政 司 取締役 (兼) 執 行役会長 ・取締役会議長、指名委員(委員長)、報酬委員(委員長)
山 﨑 泰 明 取締役(兼)代表執行役社長
田名網 信 孝 取締役(兼)代表執行役副社長 ・投資銀行本部長
髙 石 俊 彦 執 行 役 常 務 ・財務・企画、システム管掌

・法務、広報、秘書、引受審査担当
畑 中 久 人 執 行 役 常 務 ・業務管理本部、人事研修管掌

・ディーリング担当
立 石 司 郎 執 行 役 常 務 ・アドバイザー本部、アドバイザーサポート本部、ラップ・投資分析管掌

・エチケットマナー向上推進担当
・近畿アドバイザー本部長(兼)大阪支店長

秋 葉 滋 執 行 役 ・法人営業本部担当(兼)機関投資家本部長(兼)トレーディング部長
矢 野 正 樹 上 席 執 行 役 員 ・業務管理本部長
中 尾 勉 執 行 役 員 ・中・四国アドバイザー本部長

・九州アドバイザー本部長
仁 尾 美紀男 執 行 役 員 ・中部アドバイザー本部長
玉 田 弘 文 執 行 役 員 ・アドバイザーサポート本部長(兼)アドバイザーサポート部長

・ラップ・投資分析担当
6.平成24年５月１日付で、次のとおり異動がありました。

氏 名 異動後の会社における地位 異 動 後 の 担 当
水ノ上 利 幸 上 席 執 行 役 員 ・投資ストラテジー担当

(2)取締役及び執行役の報酬等の額
区 分 取締役の年間報酬 執行役の年間報酬 合 計

名 百万円 名 百万円 名 百万円
社 内 6 132 4 85 10 218
社 外 4 46 ― ― 4 46
合 計 10 179 4 85 14 264

(注)1.上記のほか、平成16年３月４日開催の報酬委員会の決議（退職慰労金制度の廃止）により、退任した取締役１名に対し８百万円
の退職慰労金を支払っております。

2.上記の取締役の人数には、当事業年度中の株主総会をもって退任した取締役２名及び社外取締役１名を含んでおります。

(3)当事業年度に係る各会社役員の報酬等の額
又はその算定方法に係る決定に関する方針

　当社の報酬委員会による取締役及び執行役の個人別
報酬内容の決定に関する方針は、下記のとおりであり
ます。
①基本方針
　取締役及び執行役の経営意欲を向上させ、経営能

力を最大限に発揮することにより会社業績に貢献す
ることを基本方針とする。
②報酬の内容
　当社の取締役及び執行役が受ける報酬は、「月例
基本報酬」、「業績連動月例報酬」、「株式関連報酬」
及びその他「金銭以外の報酬」（単身赴任住宅補助
等）とする。
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③各報酬の決定に関する方針
イ．月例基本報酬
　月例基本報酬は、経済情勢、当社の状況、従業員
の給与水準、各取締役・執行役の職務の内容等によ
り、及び自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）の達成度
に応じて支給する。
ロ．業績連動月例報酬
　業績連動月例報酬は、会社利益（経常利益、当期
純利益）、担当職務の執行状況、業務成績等を考慮
して支給する。
ハ．株式関連報酬
　株式関連報酬は支給に伴う効果等を総合的に考慮
の上、個人別に決定する。
ニ．金銭以外の報酬
　単身赴任住宅補助等の金銭以外の報酬について
は、業務上及び社会通念上必要と判断される場合に
支給するものとする。

(4)社外役員に関する事項
①他の法人等の社外役員との重要な兼任状況及び当社
と当該他の法人等との関係
イ．社外取締役 五木田彬
　五木田・三浦法律事務所の弁護士であります。
　当社と当該他の法人等との関係で記載すべき当該
事項はありません。
ロ．社外取締役 掛谷建郎
　株式会社掛谷工務店の代表取締役社長、茨木商工
会議所の会頭及び摂津水都信用金庫の非常勤理事で
あります。
　当社と当該他の法人等との関係で記載すべき当該
事項はありません。
ハ．社外取締役 櫻井光太
　信永東京有限責任監査法人の公認会計士でありま
す。
　当社と当該他の法人等との関係で記載すべき当該
事項はありません。

②社外役員の主な活動状況

区 分 氏 名 取締役会等での出席状況及び発言状況

取 締 役
（指名委員・
　報酬委員・
　監査委員）

五木田 彬
当事業年度に開催された取締役会の出席状況は、20回（100
％）、指名委員会１回（100％）、報酬委員会４回（100％）、監
査委員会は17回（100％）でありました。主に、元検事及び弁
護士としての専門的な見地からの発言を行っております。

取 締 役
（指名委員・
　報酬委員）

掛 谷 建 郎
当事業年度に開催された取締役会の出席状況は、20回（100
％）、指名委員会１回（100％）、報酬委員会４回（100％）であ
りました。主に、元日本経済新聞社記者及び現企業経営者として
の専門的な見地からの発言を行っております。

取 締 役
（監査委員） 櫻 井 光 太

取締役就任後に開催された取締役会の出席状況は、17回（100
％）、監査委員会は13回（100％）でありました。主に、公認会
計士としての専門的な見地からの発言を行っております。
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５．会計監査人に関する事項
(1)名称
　新日本有限責任監査法人

(2)報酬等の額
①公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額

36百万円
②公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務に係る
報酬等の額

１百万円
③当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産
上の利益の合計額

37百万円
(注)当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく
監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分し
ておりませんので、①の金額には金融商品取引法に基づく監
査の報酬の額を含めて記載しております。

(3)非監査業務の内容
　顧客資産の分別管理の法令遵守に関する検証業務で
あります。

(4)解任又は不再任の決定の方針
　当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号
に定める項目に該当すると認められる場合には、監査
委員会の委員全員の合意に基づき監査委員会が、会計
監査人を解任いたします。この場合、監査委員会が選
定した監査委員会の委員は、解任後最初に招集される
株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の
理由を報告いたします。
　なお、監査委員会は会計監査人の継続監査年数等を
勘案しまして、再任若しくは不再任の決定を行いま
す。

(5)子会社の監査の状況
　該当事項はありません。
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６．会社の体制及び方針
(1)業務の適正を確保するための体制
　当社の業務の適正を確保するための体制は下記のと
おりであります。
①監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に
関する事項
　監査委員会の職務を補助する組織として監査委員
会室を設ける。監査委員会室には監査委員会の職務
を補助する使用人を配置し、監査業務を補助する。
なお、当社は、監査委員会の職務を補助する取締役
を特別に配置しない。
②監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の
執行役からの独立性に関する事項
　執行役からの独立性を確保するため、監査委員会
室の使用人の異動、考課、懲戒処分に関しては、監
査委員会または監査委員会が選定する監査委員の承
認を得なければならない。
③執行役、執行役員及び使用人が監査委員会に報告を
するための体制その他の監査委員会への報告に関す
る体制
　執行役、執行役員及び使用人は社内規程の定める
ところにより下記の事項を監査委員会に報告しなけ
ればならない。
イ．会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
ロ．不正行為もしくは定款・法令等に違反するおそれ
のある事項
ハ．その他監査委員会が報告を求めた事項
④その他監査委員会の監査が実効的に行われることを
確保するための体制
イ．監査委員会の委員は、重要な意思決定の過程及び
業務執行の状況を把握するため、取締役会への出席
のほか、経営委員会に出席する。
ロ．監査委員長は、内部統制委員会に委員として出席
する。
ハ．監査委員会の委員は、必要に応じその他重要な会

議に出席することができる。
ニ．監査委員会の委員は、役職員の職務執行状況、子
会社の業務及び財産の状況の調査をすることができ
る。
ホ．監査委員会は、内部監査部門の監査結果について
定期的な報告を受けるなど連係を図る。
⑤当社並びに子会社から成る企業集団における業務の
適正を確保するための体制
イ．子会社各社における業務の適正性を確保するため
に「関係会社管理規程」を定める。
ロ．関係会社社長会を開催し、関係会社間の情報共有
に努める。
ハ．監査委員会は、「監査委員会規程」に基づき、子
会社の業務に関する調査、又は監査を行う。
ニ．内部統制委員会は、「内部統制委員会規程」に基
づき、子会社の業務に関する調査を行う。
ホ．当社の取締役、執行役及び執行役員は、当社及び
子会社各社において、目的の範囲外の行為その他法
令もしくは定款に違反する行為、または著しい損害
の生じるおそれのある事実を発見したときは、直ち
に監査委員会に報告する。
ヘ．当社及び子会社は、金融商品取引法に基づく内部
統制評価制度への適切な対応を行うため、財務諸表
に係る内部統制システムの構築・整備を行い、継続
的に評価するとともに、不備があれば必要な是正を
行い、適切な運用に努めることにより財務報告の信
頼性を確保する。
⑥執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関
する体制
イ．法令諸規則に準拠した「文書規程」を定め、重要
文書の適正な保存・管理を行う。
ロ．情報の管理については、「情報セキュリティポリ
シー」「個人情報保護規程」「個人データの取扱いに
関する規則」「情報セキュリティガイドライン」等
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諸規程を整備するとともに、その徹底を図る。
⑦損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．「リスク管理規程」を定め、リスクカテゴリーご
との責任部署を明確にし、リスク管理体制の整備に
努める。
ロ．リスク管理会議を設置し、リスク管理に関する事
項について協議・対応するとともに、定期的に状況
等について内部統制委員会に報告する。
ハ．災害発生時のリスクに対応するため、「BCP（事
業継続計画）に関する規程」を定め、事業の継続を
確保するための体制を整備するとともに、防災教育
並びに防災訓練を計画的に推進し、防災意識の高揚
を図り、災害発生時等に備え役職員の育成に努め
る。
ニ．災害発生時等により、本社の業務体制の維持、継
続が困難となった場合等には、BCP対策本部を設置
し、被害の軽減化と速やかな業務再開を行う。
⑧執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保
するための体制
イ．業務執行力のより一層の強化と少人数の執行役に
よる機動的な意思決定を図るため、執行役員制度を
導入する。
ロ．取締役会は、執行役の職務分掌と権限等を明確に
し、適正かつ効率的に業務が行われる体制の整備に
努める。
ハ．取締役会は、事業年度毎にコンプライアンス・プ
ログラムを承認し、これらの状況把握に努める。
ニ．経営に関する諸問題についての助言・提言を目的
とする経営から独立した社外専門家委員会を設置す
る。
⑨執行役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及
び定款に適合することを確保するための体制
イ．執行役及び執行役員は、「経営理念」「経営目標」
「行動指針」から成る「クレド」の周知を図り、そ
の遵守を徹底する。
ロ．「業務分掌規程」「職務権限規程」等の社内規程を

定め、使用人の責任と権限を明確にし、適正に業務
が行われる体制の整備に努める。
ハ．法令諸規則に準拠した社内規程、マニュアル及び
ガイドブック等を整備し、これらに関し適宜研修を
行うとともに周知徹底を図る。
ニ．内部監査部を設置し、内部監査を実施することに
より、内部統制の有効性と効率性を確保する。
ホ．業務に関する法令違反等の未然防止、及び不祥事
の早期発見を目的として、内部通報制度を設け運用
する。

(2)反社会的勢力排除に向けた基本的な考えと
その整備状況

①当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的
利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力に
よる被害を防止するため「反社会的勢力との関係遮
断のための基本方針」を策定し公表する。
②当社及び子会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を
与える反社会的勢力との取引は一切行わず、毅然た
る態度で対応する。
③当社は、反社会的勢力に対して組織的に毅然とした
姿勢で対応する体制を整備するため、本社及び各支
店において不当要求防止責任者を選任し、必要な講
習を受講させるとともに、マニュアル等の配布によ
り周知徹底を図る。
④弁護士、警察等の外部専門機関との連携を図り、反
社会的勢力との関係遮断に取組むものとする。
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ガバナンス体制図
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(3)株式会社の支配に関する基本方針
①基本方針の内容
　当社は、「お客様に信頼され、選ばれる企業であ
り続ける」ことを経営理念としており、「今までの
日本にない証券会社をつくろう」を合言葉に「金
融・証券界のブランド・ブティックハウス」となる
ことを目指しています。当社の経営基盤は、お客様
との“Long Term Good Relation”に基づくサ
ービスの提供にあり、これを強化することによって
中長期的に当社の企業価値ひいては株主共同の利益
を向上させることができるものと考えております。
　そのため、当社は、当社の財務及び事業の方針の
決定を支配する者は、当社の経営理念を理解し、当
社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向
上していくことを可能とする者である必要があると
考えています。
　従って、当社の企業価値・株主共同の利益に資さ
ない株式の大規模買付行為を行う者は、当社の財務
及び事業の方針の決定を支配する者として不適切で
あり、このような者による大規模買付行為に対して
は、必要かつ相当な対応措置を採ることにより、当
社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必
要があると考えます。
②基本方針実現のための取組み
イ．当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成
その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する
特別な取組み
　・中期経営計画による企業価値向上への取組み
　当社は、従来より取り組んできた金融の「ブラ
ンド・ブティックハウス」の土台をより強固なも
のにするために、平成24年３月末をターゲット
とした「中期経営計画」に取り組んで参りまし
た。しかしながら、世界的な景気減速懸念や欧州
債務問題、東日本大震災の復旧の停滞等、国内外
で世界の経済や金融市場を揺るがす問題が多数発
生したことにより、「中期経営計画」は満足でき
る水準には至りませんでした。

　このような経営環境の中、平成24年４月より、
「中期経営計画」の数値目標を再度チャレンジす
る計画期間（平成24年４月から平成26年３月末
まで）を２年間とする新中期経営計画「リカバリ
ー・チャレンジ」を以下のとおり策定しておりま
す。具体的には、預り資産２兆円／主幹事会社数
35社（累計）／ＲＯＥ10％程度を平成26年３月
末までの数値目標として掲げております。これら
を達成するための具体的な戦略として、「いちよ
しクレド」徹底の実行（永続的な成長のベースに
なる経営理念）、営業基盤の拡大（預り資産の増
大）、収支構造の改善の継続（株式市場の変動に
影響されない収支構造の促進）、既存ビジネスの
収益力の厚み増加（中小型株特化の収益力アッ
プ）、いちよしグループの総合力アップ（『トライ
アングル・ピラミッド経営』の強化）、コンプラ
イアンスの実践（コンプライアンスは競争力の源
泉）、チャネルの多様化（地方証券との業務提
携）、人材の育成（人材こそが成長の源泉）に取
り組んでおります。
・コーポレート・ガバナンス、株主還元等に関する
取組み
　当社は、従来より一貫して経営の意思決定の機
動性、透明性、業務執行の迅速性及び業務執行に
対する監督強化を図っており、コーポレート・ガ
バナンスを経営における最優先課題の一つとして
おります。
　平成15年６月より委員会設置会社の制度を採
用し、独立性を有する社外取締役３名による執行
役の業務執行の監督、内部統制委員会による内部
統制の整備・充実に努めております。
　また、当社は、株主還元につきましても積極的
に取り組んでおり、配当性向（40％程度）と純
資産配当率（４％程度）を配当基準とし、それぞ
れ算出された金額のうち、いずれか高いものを採
用して配当金額を決定する方針であります。
なお、平成23年３月期の中間配当より、配当
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性向（40％程度）は継続し、純資産配当率につ
いては半期毎に見直すこととしております。

ロ．会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者
によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配さ
れることを防止するための取組み
　当社は、平成23年５月17日の当社取締役会にお
いて、「当社株券等の大規模買付行為への対応方針
について（買収防衛策）」（以下、「本対応方針」と
いいます。）を、株主総会において株主の皆様から
ご承認を受けることを条件として更新することを決
議し、平成23年６月18日開催の第69期定時株主総
会において、本対応方針を更新することの承認を得
ております。
　本対応方針の概要は以下のとおりであります。
・当社は、特定株主グループの議決権割合を20％
以上とすることを目的とする当社株券等の取得行
為等を大規模買付行為と定義し、以下のとおり、
当社株券等の大規模買付行為に関するルール（以
下、「大規模買付ルール」といいます。）を設定す
ることといたしました。

　・大規模買付ルールの概要
　大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする
場合、当社は、大規模買付者から、大規模買付ル
ールに従う旨の意向表明書を提出していただき、
その後、大規模買付に関する情報（以下、「大規
模買付情報」といいます。）を提出していただき
ます。
　大規模買付者が、当社取締役会に対し大規模買
付情報の提供を完了した後、対価を円貨の現金の
みとする公開買付けによる当社全株式を対象とす
る買付の場合には60日間、その他の大規模買付
行為の場合には90日間、を当社取締役会及び独
立委員会による評価、検討等のための期間（以
下、「評価期間」といいます。）として設定いたし
ます。従って、大規模買付行為は、評価期間の経
過後においてのみ開始することができるものとし
ます。

　評価期間中、当社取締役会は、提供された大規
模買付情報や、これについての当社取締役会とし
ての意見を、当社取締役会から独立した独立委員
会に対して伝えます。これを受けて、独立委員会
は、評価期間中に、大規模買付情報や当社取締役
会の意見を十分に評価・検討し、また、大規模買
付者との間で大規模買付行為に関する条件改善に
ついて協議、交渉等をした上、当社取締役会に対
し勧告を行うものとします。

　・大規模買付行為が開始された場合の対応方針
ⅰ．大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない
場合
　大規模買付者によって大規模買付ルールが遵守
されない場合には、当社取締役会は、企業価値又
は株主共同の利益の確保・向上を目的として、新
株予約権の無償割当てなどの会社法その他の法律
及び当社定款が当社取締役会の権限として認める
対抗措置を講じることがあります。
ⅱ．大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
　当社取締役会は、大規模買付者により大規模買
付ルールが遵守されている場合、原則として、大
規模買付行為に対する対抗措置は講じません。
　もっとも、例外的に、大規模買付行為が当社の
企業価値又は株主共同の利益の確保・向上に反す
ると認められる場合には、当社取締役会は、必ず
独立委員会の勧告を得た上、その勧告に従い適切
と判断する時点において、株主の皆様の利益を守
るために相当と認められる対抗措置を講じること
があります。
ⅲ．独立委員会の設置
　大規模買付ルールを適正に運用し、当社取締役
会によって恣意的な判断がなされることを防止す
るため、当社経営陣から独立した委員３名で構成
される独立委員会を設置しております。
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　・本対応方針の有効期限
　本対応方針の有効期限は、当社第70期定時株
主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）
の終結時までとなっております。なお、当社取締
役会は、本定時株主総会における株主の皆様の承
認を条件に、本対応方針を更新することを決議し
ております。更新後の本対応方針の有効期限は、
平成25年６月開催予定の定時株主総会の終結時
までとなります。

③具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその
理由
　・上記② イ．に記載した取組みについて
　当該取組みは、会社支配に関する基本方針に沿
い、当社の企業価値・株主共同の利益に合致する
ものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的
とするものではありません。

　・上記② ロ．に記載した取組みについて
ⅰ．当該取組みは、大規模買付行為が行われる場合
に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様
が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に
代替案を提案するために必要な情報や時間を確保
したり、株主の皆様のために大規模買付者と協
議・交渉等を行うことなどを可能とすることによ
り、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する
ための枠組みであり、会社支配に関する基本方針
に沿うものです。
ⅱ．当該取組みは、その導入については株主意思を
尊重するため、株主総会での承認をその効力発生
条件としており、更に、当社取締役会によって恣
意的な判断がなされることを防止するために独立
委員会を設置し、当社取締役会は独立委員会の勧
告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動を決議

することとしています。従って、当社取締役会
は、上記取組みが株主の共同の利益を損なうもの
ではなく、また、会社役員の地位の維持を目的と
するものではないと判断しております。

(4)剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主の皆様への適切な利益還元を経営の最
重要課題の一つとして位置付けております。配当を継
続して充実させていくことを目的として、配当性向
（40％程度）と純資産配当率（４％程度）を配当基準
とし、算出された金額について、いずれか高いものを
採用して配当金を決定しております。
　なお、純資産配当率の水準については、半期毎に見
直すこととしております。
　以上の配当方針に基づき、当期の１株当たりの配当
金は純資産配当率（４％程度）を採用し、中間配当
10円、期末配当10円の合計20円とさせていただきま
した。

(注)本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
(単位：百万円)

科 目 前連結会計年度(ご参考)
平成23年３月31日現在

当連結会計年度
平成24年３月31日現在

資 産 の 部
流動資産 27,541 26,469
　現金・預金 13,199 10,060
　預託金 2,845 3,344
　トレーディング商品 373 377
　 商品有価証券等 373 376
　 デリバティブ取引 ― 1
　約定見返勘定 8 12
　信用取引資産 8,254 7,749
　 信用取引貸付金 8,125 7,163
　 信用取引借証券担保金 129 586
　立替金 24 8
　募集等払込金 2,051 4,027
　短期貸付金 11 8
　未収収益 613 727
　繰延税金資産 5 19
　その他の流動資産 165 136
　貸倒引当金 △11 △3
固定資産 8,066 7,622
有形固定資産 4,401 4,224
　建物 1,675 1,543
　器具備品 824 728
　土地 1,895 1,941
　リース資産 5 11
無形固定資産 580 409
　のれん 139 112
　ソフトウエア 439 295
　電話加入権 2 1
投資その他の資産 3,084 2,987
　投資有価証券 1,733 1,653
　長期貸付金 66 54
　長期差入保証金 1,277 1,266
　繰延税金資産 6 6
　その他 15 12
　貸倒引当金 △16 △6
資産合計 35,607 34,091

科 目 前連結会計年度(ご参考)
平成23年３月31日現在

当連結会計年度
平成24年３月31日現在

負 債 の 部
流動負債 10,031 9,731
　トレーディング商品 2 ―
　 デリバティブ取引 2 ―
　信用取引負債 3,992 4,384
　 信用取引借入金 3,602 3,420
　 信用取引貸証券受入金 390 963
　預り金 3,955 3,432
　受入保証金 676 503
　短期借入金 210 210
　リース債務 1 3
　未払法人税等 93 81
　賞与引当金 399 332
　ポイント引当金 203 172
　その他の流動負債 496 611
固定負債 799 770
　長期借入金 498 459
　リース債務 3 8
　繰延税金負債 8 1
　再評価に係る繰延税金負債 40 35
　退職給付引当金 198 232
　役員退職慰労引当金 39 ―
　その他の固定負債 10 33
引当金 102 103
　金融商品取引責任準備金 102 103
(金融商品取引法第46条の５)

負債合計 10,934 10,605
純 資 産 の 部

株主資本 26,467 25,250
　資本金 14,577 14,577
　資本剰余金 8,322 8,319
　利益剰余金 3,822 2,634
　自己株式 △256 △280
その他の包括利益累計額 △1,859 △1,841
　その他有価証券評価差額金 1 14
　土地再評価差額金 △1,860 △1,855
新株予約権 33 43
少数株主持分 31 32
純資産合計 24,672 23,486
負債・純資産合計 35,607 34,091
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連 結 損 益 計 算 書
(単位：百万円)

科 目 前連結会計年度(ご参考)
(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)

当連結会計年度
(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで)

営業収益 13,101 14,407
　受入手数料 11,567 12,948
　トレーディング損益 583 417
　金融収益 177 146
　その他の営業収益 773 895
金融費用 57 66
純営業収益 13,043 14,340
販売費・一般管理費 14,656 14,457
　取引関係費 1,412 1,399
　人件費 7,936 7,780
　不動産関係費 1,750 1,672
　事務費 2,183 2,252
　減価償却費 656 594
　租税公課 147 149
　貸倒引当金繰入額 ― 0
　その他 569 606
営業損失 1,612 116
営業外収益 215 81
　投資事業組合運用益 4 11
　投資有価証券配当金 17 30
　受取保険金及び配当金 14 10
　持分法による投資利益 158 ―
　未払配当金除斥益 6 4
　貸倒引当金戻入額 ― 8
　その他 12 16
営業外費用 101 101
　投資事業組合運用損 88 50
　持分法による投資損失 ― 34
　その他 13 16
経常損失 1,499 136
特別利益 106 42
　投資有価証券売却益 21 31
　退職給付制度改定益 6 ―
　ゴルフ会員権売却益 ― 0
　新株予約権戻入益 ― 0
　貸倒引当金戻入額 5 1
　金融商品取引責任準備金戻入 48 8
　段階取得に係る差益 5 ―
　前期損益修正益 19 ―
特別損失 99 87
　固定資産除却損 1 5
　投資有価証券売却損 4 1
　投資有価証券評価損 1 1
　ゴルフ会員権評価損 7 ―
　システム解約損失 ― 25
　和解金 ― 12
　減損損失 64 40
　前期損益修正損 21 ―
税金等調整前当期純損失 1,492 181
法人税、住民税及び事業税 75 54
法人税等調整額 6 △14
少数株主損益調整前当期純損失 1,574 222
少数株主利益 1 0
当期純損失 1,575 222
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連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
(単位：百万円)

科 目
前連結会計年度(ご参考)
(平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで)

当連結会計年度
(平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで)

株主資本
　資本金
　 当期首残高 14,577 14,577
　 当期変動額
　 当期変動額合計 ― ―
　 当期末残高 14,577 14,577
　資本剰余金
　 当期首残高 8,255 8,322
　 当期変動額
　 自己株式の処分 66 △3
　 当期変動額合計 66 △3
　 当期末残高 8,322 8,319
　利益剰余金
　 当期首残高 6,441 3,822
　 当期変動額
　 剰余金の配当 △1,043 △965

当期純損失 △1,575 △222
　 当期変動額合計 △2,618 △1,188
　 当期末残高 3,822 2,634
　自己株式
　 当期首残高 △517 △256
　 当期変動額
　 自己株式の取得 △8 △62
　 自己株式の処分 268 38
　 当期変動額合計 260 △24
　 当期末残高 △256 △280
　株主資本合計
　 当期首残高 28,758 26,467
　 当期変動額
　 剰余金の配当 △1,043 △965

当期純損失 △1,575 △222
　 自己株式の取得 △8 △62
　 自己株式の処分 335 35
　 当期変動額合計 △2,291 △1,216
　 当期末残高 26,467 25,250

科 目
前連結会計年度(ご参考)
(平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで)

当連結会計年度
(平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで)

その他の包括利益累計額
　その他有価証券評価差額金
　 当期首残高 △22 1
　 当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 23 13
　 当期変動額合計 23 13
　 当期末残高 1 14
　土地再評価差額金
　 当期首残高 △1,860 △1,860
　 当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) ― 4
　 当期変動額合計 ― 4
　 当期末残高 △1,860 △1,855
その他の包括利益累計額合計
　 当期首残高 △1,882 △1,859
　 当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 23 18
　 当期変動額合計 23 18
　 当期末残高 △1,859 △1,841
新株予約権
　当期首残高 11 33
　当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 21 10
　 当期変動額合計 21 10
　当期末残高 33 43
少数株主持分
　当期首残高 30 31
　当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1 0
　 当期変動額合計 1 0
　当期末残高 31 32
純資産合計
　当期首残高 26,917 24,672
　当期変動額
　 剰余金の配当 △1,043 △965
当期純損失 △1,575 △222

　 自己株式の取得 △8 △62
　 自己株式の処分 335 35

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 46 29
　 当期変動額合計 △2,244 △1,186
　当期末残高 24,672 23,486
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連 結 注 記 表
〔連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等〕
1.連結の範囲に関する事項
連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
　連結子会社の数 ：３社
　主要な連結子会社の名称：
株式会社いちよし経済研究所
いちよし投資顧問株式会社
（平成24年５月１日に「いちよしアセットマネジ
メント株式会社」と商号変更）
いちよしビジネスサービス株式会社
　伊勢証券株式会社は、平成23年９月１日付の
株式交換により当社の完全子会社となりました
が、平成24年２月６日付で当社を存続会社とす
る吸収合併により消滅したため、連結の範囲から
除外しております。なお、平成23年９月１日か
ら平成24年２月５日までの損益計算書について
は連結しております。

2.持分法の適用に関する事項
持分法を適用した関連会社の数及び会社等の名称
持分法を適用した関連会社の数：１社
　関連会社の名称 ：大北証券株式会社
3.会計処理基準に関する事項
(1)有価証券等の評価基準及び評価方法
①トレーディングの目的及び範囲
　当社グループにおけるトレーディング業務の目的
は、取引所において行う取引については健全な市場
機能の発揮と委託取引の円滑な執行に資すること、
取引所以外の取引については公正な価格形成と流通
の円滑化を図ることを主目的とし、併せて、時価の
変動または市場間の格差等を利用して当社グループ
が利益を得ること並びに損失を減少させることを目
的としております。
　当社グループのトレーディングにおける取扱商品
は、取引所取引では上場株式、新株予約権付社債、

株価指数の先物取引やオプション取引、個別株オプ
ション取引、国債証券の先物取引やオプション取引
等であり、取引所以外の取引では、株式、債券、新
株予約権証券、選択権付債券売買取引、為替予約取
引等であります。
②トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準
及び評価方法
　トレーディング商品に属する有価証券及びデリバ
ティブ取引等については、時価法を採用しておりま
す。
③トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基
準及び評価方法
　トレーディング商品に属さない有価証券等につい
ては、以下の評価基準及び評価方法を採用しており
ます。
　その他有価証券
　・時価のあるもの
　連結決算日の市場価格等に基づく時価をもって
連結貸借対照表価額とし、取得原価との評価差額
を全部純資産直入法により処理し、売却原価は、
移動平均法により算定しております。

　・時価のないもの
　移動平均法による原価法によっております。
　なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する
組合への出資（金融商品取引法第２条第２項によ
り有価証券としてみなされるもの）については、
組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可
能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額
で取り込む方法によっております。
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(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
　建物（建物附属設備は除く）
　イ 平成10年３月31日以前に取得したもの
　 旧定率法
ロ 平成10年４月１日から平成19年３月31日まで
に取得したもの

　 旧定額法
　ハ 平成19年４月１日以降に取得したもの
　 定額法
　建物以外
　イ 平成19年３月31日以前に取得したもの
　 旧定率法
　ロ 平成19年４月１日以降に取得したもの
　 定率法
　主な耐用年数は以下のとおりであります。
　 建物 ：３年～50年
　 器具備品：３年～20年
②無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しております。
　なお、ソフトウエア（自社利用分）については、
社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法
を採用しております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー
ス資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
定額法を採用しております。
　なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認
められるもの以外のファイナンス・リース取引のう
ち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リ
ース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前の
リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方
法に準じた会計処理によっております。

(3)重要な引当金及び準備金の計上基準
①貸倒引当金
　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権
については、貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念
債権等特定の債権については、個別に回収可能性を
検討し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
　従業員に対する賞与の支払いに備えるため、所定
の計算方法により算出した支払見込額を計上してお
ります。
③退職給付引当金
　従業員等の退職給付に備えるため、当連結会計年
度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
基づき、当連結会計年度末において発生していると
認められる額を計上しております。
　過去勤務債務については、その発生時の従業員の
平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による
按分額を費用処理しております。
　数理計算上の差異については、その発生時の従業
員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８年）に
よる按分額を翌連結会計年度より費用処理しており
ます。
④ポイント引当金
　当社の「いちよしポイントサービス」の顧客のポ
イントの利用による費用負担に備えるため、過去の
利用実績率等に基づき当連結会計年度末において将
来利用されると見込まれる額を計上しております。
⑤金融商品取引責任準備金
　証券事故による損失に備えるため、金融商品取引
法第46条の５及び金融商品取引業等に関する内閣
府令第175条に定めるところにより算出した額を計
上しております。
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(4)その他連結計算書類の作成のための基本となる重
要な事項

①繰延資産の処理方法
　株式交付費
　支払時に全額費用計上しております。
②ヘッジ会計の方法
　ヘッジ会計は原則として、時価評価されているヘ
ッジ手段に係る損益または評価差額をヘッジ対象に
係る損益が認識されるまで純資産の部において繰延
べる方法によっております。
　なお、金利スワップについては特例処理の要件を
満たしている場合は、特例処理を採用しておりま
す。
③のれんの償却方法及び償却期間
　のれんは、５年間で均等償却しておりますが、金
額が僅少なものについては、発生年度に一括して償
却しております。
④消費税等の会計処理方法
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式
によっております。

〔連結貸借対照表に関する注記〕
1.担保に供している資産及び担保に係る債務
(1)担保に供している資産
建物 343百万円
土地 533百万円
投資有価証券 445百万円
　合 計 1,322百万円
(2)担保に係る債務
短期借入金 210百万円
　金融機関借入金 210百万円
長期借入金 459百万円
　金融機関借入金 459百万円
信用取引借入金 3,420百万円
　合 計 4,089百万円
　上記のほか、信用取引の自己融資見返り株券を証券
金融会社からの借証券の担保として12百万円、短期
借入金に対して35百万円、信用取引借入金に対して
1,466百万円、先物取引証拠金等の代用として19百
万円、取引所等の信認金及び取引参加者保証金の代用
として39百万円、清算預託金の代用として２百万円、
清算基金として201百万円を差し入れております。
2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

4,990百万円
3.土地の再評価
 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日
公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価
を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上してお
ります。
 「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評価
に関する法律の一部を改正する法律」第３条第３項に
定める再評価の方法については、土地の再評価に関す
る法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119
号）第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第
69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の
基礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が
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定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、
奥行価格補正等合理的な調整を行って算出する方法を
採用しております。
　再評価を行った年月日 平成12年３月31日
再評価を行った土地の期末における
時価と再評価後の帳簿価額との差額 △298百万円

4.有価証券等を差し入れた場合等の時価額
(1)信用取引貸証券 1,094百万円
(2)信用取引借入金本担保証券 3,458百万円
5.有価証券等の差し入れを受けた場合等の時価額
(1)信用取引貸付金本担保証券 7,042百万円
(2)信用取引借証券 575百万円
(3)受入保証金代用有価証券 13,135百万円

〔連結株主資本等変動計算書に関する注記〕
1.当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 44,431,386株
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

平成23年５月17日
取締役会 普通株式 527 12.00 平成23年３月31日 平成23年５月30日

平成23年10月28日
取締役会 普通株式 438 10.00 平成23年９月30日 平成23年11月25日

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

平成24年５月15日
取締役会 普通株式 利益剰余金 438 10.00 平成24年３月31日 平成24年５月28日

3.当連結会計年度末の新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式 278,200株

〔金融商品に関する注記〕
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
　当社グループは、有価証券の売買等及び売買等の委
託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の
募集、売出し及び私募の取扱い、及びその他の有価証
券関連業等の金融商品取引業を中核とする投資・金融
サービス業を行っております。

　これらの事業を行うため、当社グループでは主に自
己資金によるほか、必要な資金調達については金融機
関からの借入れによっております。
　資金運用については、短期的な預金や貸付金による
ほか、顧客の資金運用やリスクヘッジなどのニーズに
対応するための顧客との取引、及び自己の計算に基づ
き会社の利益を確保するためのトレーディング業務等
を行っております。
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　デリバティブ取引については、主として、顧客の資
金運用に対応するためのリスクヘッジや、トレーディ
ング業務におけるリスクヘッジ目的、またディーリン
グの一部で利用しております。投機的な取引は行って
おりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
　当社グループが保有する金融商品は、主に事業資金
に充てるための現金・預金、法令に基づき外部金融機
関に信託する顧客分別金信託であり、預金や顧客分別
金信託は預入先の信用リスクに晒されていますが、取
引相手先はいずれも信用度の高い銀行であるため、相
手方の債務不履行による信用リスクはほとんどないと
判断しております。
　信用取引貸付金は顧客の資金運用ニーズに対応する
ための短期貸付金であり、顧客の信用リスクに晒され
ています。
　募集等払込金は、投資信託の募集に伴う投信委託会
社への払込金であり、投信委託会社の信用リスクに晒
されています。
　また、自己の計算に基づき保有する商品有価証券及
び投資有価証券は、主に株式、債券等であり、商品有
価証券については顧客の資金運用やリスクヘッジなど
のさまざまなニーズに対応するための顧客との取引、
及び自己の計算に基づき会社の利益を確保するための
取引等のトレーディング業務のために保有し、投資有
価証券については事業推進目的等で保有しているもの
があります。これらは、それぞれ発行体の信用リス
ク、金利の変動リスク、及び市場価格の変動リスクに
晒されています。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
　当社グループの信用リスクの管理については、リス
ク管理方針及びリスク管理規程に則り行っており、特
定の業種・企業・グループ等への与信集中を排除し、
リスク分散と適度なリターンの確保に努めておりま
す。また、個別与信先の信用力、事業内容及び成長性
等を総合的に斟酌した与信管理を徹底するとともに、

第三者である格付機関の格付ランク、担保の有無等に
応じた与信限度額等の設定により適正なリスク管理を
行っております。具体的には、信用取引に関する与信
管理を各営業部支店、コンプライアンス部、業務管理
部で日々行っているほか、財務・企画部、リスク管理
室でも取引先等の信用リスクに関して、必要に応じて
経営陣に報告するなどして管理しております。
②市場リスクの管理
　当社グループの市場リスクの管理については、リス
ク管理方針及びリスク管理規程に則り行っており、株
価、金利、外国為替相場等の変動を適切に認識し、リ
スクのコントロールと収益の安定的な確保に努めてお
ります。具体的には、市場リスク相当額は標準的方式
により算出しており、内部統制委員会の下部組織であ
るリスク管理会議において、状況の把握や確認、今後
の対応等の協議を行っております。日常的には、リス
ク管理室においてモニタリングを行い、経営陣その他
の関係者に対し報告しております。主として顧客との
取引から発生するトレーディング業務に関する有価証
券については、リスク管理方針等に沿った社内規程に
基づき、取引を行う部門毎及び商品毎に許容可能なリ
スク量（ポジション枠）をあらかじめ定めるととも
に、ロスカット基準などを設けた上で、運用環境、当
社財務状況等を勘案し、リスク管理会議において運用
枠等の見直しを図っております。また、有価証券を含
む投資商品の保有については投資会議規程に基づき決
定され、売買を執行する部署から独立したリスク管理
担当部署において日常的なモニタリングが行われ、当
社の経営陣及び関連部署に日々報告するなどして管理
しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説
明
金融商品の時価には市場価額に基づく価額のほか、
市場価額がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件によっ
た場合、当該価額が異なることもあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
　平成24年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。
　なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注２）参照）。

(単位：百万円)
連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1)現金・預金 10,060 10,060 ―
(2)預託金 3,344 3,344 ―
(3)信用取引貸付金 7,163 7,163 ―
(4)募集等払込金 4,027 4,027 ―
(5)有価証券及び投資有価証券 811 811 ―
　①売買目的有価証券（商品有価証券等） 376 376 ―
　②その他有価証券 435 435 ―
資産合計 25,408 25,408 ―
(1)信用取引借入金 3,420 3,420 ―
(2)預り金 3,432 3,432 ―
負債合計 6,853 6,853 ―
デリバティブ取引※
　①ヘッジ会計が適用されていないもの 1 1 ―
　②ヘッジ会計が適用されているもの ― (25) (25)
デリバティブ取引合計 1 (24) (25)
※デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示
しております。

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及
びデリバティブ取引に関する事項

資 産
(1)現金・預金
　預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と
近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(2)預託金 (4)募集等払込金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。
(3)信用取引貸付金
　信用取引貸付金は変動金利によるものであり、短期
間で市場金利を反映するため時価は帳簿価額と近似し
ていることから当該帳簿価額によっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
　これらの時価について、株式は取引所の価格、債券
は店頭基準気配値から提示された価格、受益証券は基
準価格によっております。
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負 債
(1)信用取引借入金
　信用取引借入金は変動金利によるものであり、短期
間で市場金利を反映するため時価は帳簿価額と近似し
ていることから当該帳簿価額によっております。
(2)預り金
　預り金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。

デリバティブ取引
(1)為替予約取引
　為替予約取引の時価の算定方法については、先物為
替相場によっております。
(2)金利スワップ
　金利スワップの時価の算定方法については、取引先
金融機関から提示された価格等によっております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められ
る金融商品

(単位：百万円)
区 分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 550
投資事業有限責任組合及び
それに類する組合への出資 668

合 計 1,218
(※)上記については、市場価額がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから時価開示の対象としてお
りません。

〔１株当たり情報に関する注記〕
１株当たり純資産額 533円78銭
１株当たり当期純損失 5円08銭

〔重要な後発事象に関する注記〕
　該当事項はありません。

〔その他の注記〕
・減損損失に関する注記
　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

(単位：百万円)
支 店 岸和田支店 中目黒支店

計場 所 大阪府岸和田市 東京都目黒区
用 途 営業用店舗 営業用店舗

建物 26 8 35
器具備品 2 2 5

計 29 11 40

　当社グループのグルーピングは、当社においては管理会計上で区分した部及び支店をキャッシュ・フローを生
み出す最小の単位として捉え、その単位を基礎にグルーピングを行い、連結子会社においては、原則として各社
を一つの単位としてグルーピングを行っております。また、本社、寮、厚生施設等については独立したキャッシ
ュ・フローを生み出さないことから共用資産としてグルーピングを行っております。
　上記営業用店舗においては営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり、今後の業績見込みも不透明で
あるため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
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　なお、回収可能価額はいずれも使用価値により測定しておりますが、割引前将来キャッシュ・フローの見込み
が不透明なため、備忘価額１円として評価しております。

・「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」等の適用
　当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の
訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に
関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。

・連結納税制度の適用
　当社及び当社の一部の連結子会社は、平成25年３月期より連結納税制度の適用を受けることについて、国税
庁長官の承認を受けました。また、当連結会計年度より、「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関す
る当面の取扱い（その１）」（実務対応報告第５号 平成23年３月18日）及び「連結納税制度を適用する場合
の税効果会計に関する当面の取扱い（その２）」（実務対応報告第７号 平成22年６月30日）に基づき、連結
納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成24年５月９日

い ち よ し 証 券 株 式 会 社
　取 締 役 会 御 中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 清 水 万里夫 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 平 井 啓 仁 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、いちよし証券株式会社の平成23年４月１日から平成
24年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証
を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査
手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作
成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方
法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含ま
れる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、いちよし証券株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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連結計算書類に係る監査委員会の監査報告書 謄本

連結計算書類に係る監査報告書
　当監査委員会は、平成23年４月１日から平成24年３月3１日までの第70期事業年度における連結計算書

類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について監査いたしま

した。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

　監査委員会は、監査委員会が定めた当期の監査方針、職務の分担等に従い、連結計算書類について執行

役等から報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると

ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま

た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条

各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）に従って整

備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を受けました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る連結計算書類につき検討いたしました。

2. 監査の結果

　会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　平成24年５月15日

いちよし証券株式会社 監査委員会
監査委員長 石 川 尚 志 ㊞
監査委員 五木田 彬 ㊞
監査委員 櫻 井 光 太 ㊞

　(注)監査委員五木田彬及び櫻井光太は、会社法第２条第15号及び第400条第３項に規定する社外取締役であります。
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貸 借 対 照 表（個別）
(単位：百万円)

科 目 前事業年度(ご参考)
平成23年３月31日現在

当事業年度
平成24年３月31日現在

資 産 の 部
流動資産 26,867 25,790
　現金・預金 12,798 9,706
　預託金 2,845 3,344
　トレーディング商品 265 268
　 商品有価証券等 265 267
　 デリバティブ取引 ― 1
　約定見返勘定 8 12
　信用取引資産 8,254 7,749
　 信用取引貸付金 8,125 7,163
　 信用取引借証券担保金 129 586
　立替金 21 8
　募集等払込金 2,051 4,027
　短期貸付金 11 8
　前払金 13 10
　前払費用 65 88
　未収入金 75 20
　未収収益 468 538
　繰延税金資産 ― 7
　貸倒引当金 △11 △2
固定資産 7,777 7,394
有形固定資産 3,409 3,260
　建物 1,286 1,181
　器具備品 814 718
　土地 1,307 1,352
　リース資産 ― 7
無形固定資産 583 412
　のれん 142 114
　ソフトウェア 439 295
　電話加入権 2 1
投資その他の資産 3,784 3,721
　投資有価証券 1,522 1,474
　関係会社株式 852 852
　出資金 1 1
　関係会社長期貸付金 30 30
　従業員に対する長期貸付金 66 54
　長期差入保証金 1,313 1,305
　長期前払費用 8 7
　その他 5 4
　貸倒引当金 △16 △6
資産合計 34,645 33,184

科 目 前事業年度(ご参考)
平成23年３月31日現在

当事業年度
平成24年３月31日現在

負 債 の 部
流動負債 9,784 9,499
　トレーディング商品 2 ―
　 デリバティブ取引 2 ―
　信用取引負債 3,992 4,384
　 信用取引借入金 3,602 3,420
　 信用取引貸証券受入金 390 963
　預り金 3,951 3,428
　受入保証金 676 503
　有価証券等受入未了勘定 0 ―
　短期借入金 210 210
　リース債務 ― 1
　前受収益 8 5
　未払金 53 130
　未払費用 262 286
　未払法人税等 59 76
　賞与引当金 365 302
　ポイント引当金 203 172
固定負債 250 282
　リース債務 ― 5
　繰延税金負債 8 1
　再評価に係る繰延税金負債 40 35
　退職給付引当金 191 225
　その他の固定負債 10 15
引当金 102 103
　金融商品取引責任準備金 102 103
(金融商品取引法第46条の５)

負債合計 10,137 9,886
純 資 産 の 部

株主資本 26,330 25,097
資本金 14,577 14,577
資本剰余金 8,322 8,319
　資本準備金 3,705 3,705
　その他資本剰余金 4,617 4,614
利益剰余金 3,678 2,472
　その他利益剰余金 3,678 2,472
　 繰越利益剰余金 3,678 2,472
自己株式 △248 △272
評価・換算差額等 △1,855 △1,842
その他有価証券評価差額金 4 13
土地再評価差額金 △1,860 △1,855
新株予約権 33 43
純資産合計 24,508 23,298
負債・純資産合計 34,645 33,184
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損 益 計 算 書（個別）
(単位：百万円)

科 目 前事業年度(ご参考)
(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)

当事業年度
(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで)

営業収益 12,196 13,294
　受入手数料 11,435 12,733
　トレーディング損益 583 417
　金融収益 177 143
金融費用 44 43
純営業収益 12,151 13,251
販売費・一般管理費 13,813 13,392
　取引関係費 1,380 1,360
　人件費 7,186 6,920
　不動産関係費 1,755 1,659
　事務費 2,230 2,214
　減価償却費 620 560
　租税公課 130 133
　その他 509 542
営業損失 1,661 140
営業外収益 53 72
　投資事業組合運用益 4 11
　投資有価証券配当金 17 31
　受取保険金及び配当金 14 10
　未払配当金除斥益 6 4
　株式割当益 7 ―
　貸倒引当金戻入額 ― 8
　その他 1 6
営業外費用 101 62
　投資事業組合運用損 88 50
　その他 13 12
経常損失 1,710 130
特別利益 81 42
　投資有価証券売却益 21 31
　退職給付制度改定益 6 ―
　ゴルフ会員権売却益 ― 0
　新株予約権戻入益 ― 0
　貸倒引当金戻入額 5 1
　金融商品取引責任準備金戻入 48 8
特別損失 99 123
　固定資産除却損 1 2
　投資有価証券売却損 4 1
　投資有価証券評価損 1 1
　ゴルフ会員権評価損 7 ―
　関係会社支援損 ― 30
　システム解約損失 ― 4
　和解金 ― 12
　減損損失 64 40
　抱合せ株式消滅差損 ― 31
　前期損益修正損 21 ―
税引前当期純損失 1,728 211
法人税、住民税及び事業税 31 35
法人税等調整額 ― △7
当期純損失 1,759 239
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書（個別）
(単位：百万円)

科 目
前事業年度(ご参考)
(平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで)

当事業年度
(平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで)

株主資本
　資本金
　 当期首残高 14,577 14,577
　 当期変動額
　 当期変動額合計 ― ―
　 当期末残高 14,577 14,577
　資本剰余金
　 資本準備金
　 当期首残高 3,705 3,705
　 当期変動額
　 当期変動額合計 ― ―
　 当期末残高 3,705 3,705
　 その他資本剰余金
　 当期首残高 4,550 4,617
　 当期変動額
　 自己株式の処分 66 △3
　 当期変動額合計 66 △3
　 当期末残高 4,617 4,614
　 資本剰余金合計
　 当期首残高 8,255 8,322
　 当期変動額
　 自己株式の処分 66 △3
　 当期変動額合計 66 △3
　 当期末残高 8,322 8,319
　利益剰余金
　 その他利益剰余金
　 別途積立金
　 当期首残高 5,000 ―
　 当期変動額
　 別途積立金の取崩 △5,000 ―
　 当期変動額合計 △5,000 ―
　 当期末残高 ― ―
　 繰越利益剰余金
　 当期首残高 1,481 3,678
　 当期変動額
　 剰余金の配当 △1,043 △965

当期純損失 △1,759 △239
　 別途積立金の取崩 5,000 ―
　 当期変動額合計 2,197 △1,205
　 当期末残高 3,678 2,472

科 目
前事業年度(ご参考)
(平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで)

当事業年度
(平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで)

　 利益剰余金合計
　 当期首残高 6,481 3,678
　 当期変動額
　 剰余金の配当 △1,043 △965

当期純損失 △1,759 △239
別途積立金の取崩 ― ―

　 当期変動額合計 △2,802 △1,205
　 当期末残高 3,678 2,472
　自己株式
　 当期首残高 △517 △248
　 当期変動額
　 自己株式の取得 △0 △62
　 自己株式の処分 268 38
　 当期変動額合計 268 △24
　 当期末残高 △248 △272
　株主資本合計
　 当期首残高 28,797 26,330
　 当期変動額
　 剰余金の配当 △1,043 △965

当期純損失 △1,759 △239
　 自己株式の取得 △0 △62
　 自己株式の処分 335 35
　 当期変動額合計 △2,467 △1,233
　 当期末残高 26,330 25,097
評価・換算差額等
　その他有価証券評価差額金
　 当期首残高 △22 4
　 当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 26 8
　 当期変動額合計 26 8
　 当期末残高 4 13
　土地再評価差額金
　 当期首残高 △1,860 △1,860
　 当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) ― 4
　 当期変動額合計 ― 4
　 当期末残高 △1,860 △1,855
　評価・換算差額等合計
　 当期首残高 △1,882 △1,855
　 当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 26 13
　 当期変動額合計 26 13
　 当期末残高 △1,855 △1,842
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(単位：百万円)

科 目
前事業年度(ご参考)
(平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで)

当事業年度
(平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで)

新株予約権
　当期首残高 11 33
　当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 21 10
　 当期変動額合計 21 10
　当期末残高 33 43
純資産合計
　当期首残高 26,926 24,508
　当期変動額
　 剰余金の配当 △1,043 △965
当期純損失 △1,759 △239

　 自己株式の取得 △0 △62
　 自己株式の処分 335 35

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 48 23
　 当期変動額合計 △2,418 △1,209
　当期末残高 24,508 23,298
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個 別 注 記 表
〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕
1.有価証券等の評価基準及び評価方法
(1)トレーディングの目的及び範囲
　当社におけるトレーディング業務の目的は、取引所
において行う取引については健全な市場機能の発揮と
委託取引の円滑な執行に資すること、取引所以外の取
引については公正な価格形成と流通の円滑化を図るこ
とを主目的とし、併せて、時価の変動または市場間の
格差等を利用して当社が利益を得ること並びに損失を
減少させることを目的としております。
　当社のトレーディングにおける取扱商品は、取引所
取引では上場株式、新株予約権付社債、株価指数の先
物取引やオプション取引、個別株オプション取引、国
債証券の先物取引やオプション取引等であり、取引所
以外の取引では、株式、債券、新株予約権証券、選択
権付債券売買取引、為替予約取引等であります。
(2)トレーディング商品に属する有価証券等の評価基
準及び評価方法

　トレーディング商品に属する有価証券及びデリバテ
ィブ取引等については、時価法を採用しております。
(3)トレーディング商品に属さない有価証券等の評価
基準及び評価方法

　トレーディング商品に属さない有価証券等について
は、以下の評価基準及び評価方法を採用しておりま
す。
①子会社株式及び関連会社株式
　 移動平均法による原価法によっております。
②その他有価証券
イ 時価のあるもの
　決算日の市場価格等に基づく時価をもって貸借対
照表価額とし、取得原価との評価差額を全部純資産
直入法により処理し、売却原価は、移動平均法によ
り算定しております。

ロ 時価のないもの
　移動平均法による原価法によっております。
　なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組
合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有
価証券としてみなされるもの）については、組合契
約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近
の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む
方法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産（リース資産を除く）
　建物（建物附属設備は除く）
　イ 平成10年３月31日以前に取得したもの
　 旧定率法
ロ 平成10年４月１日から平成19年３月31日まで
に取得したもの

　 旧定額法
　ハ 平成19年４月１日以降に取得したもの
　 定額法
　建物以外
　イ 平成19年３月31日以前に取得したもの
　 旧定率法
　ロ 平成19年４月１日以降に取得したもの
　 定率法
　主な耐用年数は以下のとおりであります。
　 建物 ：３年～47年
　 器具備品：３年～20年
(2)無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
　なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社
内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採
用しております。
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(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース
資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定
額法を採用しております。
　なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認め
られるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、
リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取
引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取
引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた
会計処理によっております。
3.引当金及び準備金の計上基準
(1)貸倒引当金
　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に
ついては、貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権
等特定の債権については、個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
　従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所
定の計算方法により算出した支払見込額を計上してお
ります。
(3)退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお
ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当
事業年度末において発生していると認められる額を計
上しております。
　過去勤務債務については、その発生時の従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による按分
額を費用処理しております。
　数理計算上の差異については、その発生時の従業員
の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８年）による
按分額を翌事業年度より費用処理しております。
(4)ポイント引当金
 「いちよしポイントサービス」の顧客のポイントの
利用による費用負担に備えるため、過去の利用実績率

等に基づき当事業年度末において将来利用されると見
込まれる額を計上しております。
(5)金融商品取引責任準備金
　証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法
第46条の５及び金融商品取引業等に関する内閣府令
第175条に定めるところにより算出した額を計上して
おります。
4.その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
(1)繰延資産の処理方法
株式交付費
　支払時に全額費用計上しております。
(2)ヘッジ会計の方法
　ヘッジ会計は原則として、時価評価されているヘッ
ジ手段に係る損益または評価差額をヘッジ対象に係る
損益が認識されるまで純資産の部において繰延べる方
法によっております。
　なお、金利スワップについては特例処理の要件を満
たしている場合は、特例処理を採用しております。
(3)消費税等の会計処理方法
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式に
よっております。
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〔貸借対照表に関する注記〕
1.担保に供している資産及び担保に係る債務
(1)担保に供している資産
投資有価証券 445百万円
　合 計 445百万円
(2)担保に係る債務
短期借入金 210百万円
　金融機関借入金 210百万円
信用取引借入金 3,420百万円
　合 計 3,630百万円
　上記のほか、信用取引の自己融資見返り株券を証
券金融会社からの借証券の担保として12百万円、
短期借入金に対して35百万円、信用取引借入金に
対して1,466百万円、先物取引証拠金等の代用とし
て19百万円、取引所等の信認金及び取引参加者保
証金の代用として39百万円、清算預託金の代用と
して２百万円、清算基金として201百万円を差し入
れております。
2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

4,678百万円
3.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
(1)短期金銭債権 0百万円
(2)長期金銭債権 122百万円
(3)短期金銭債務 0百万円
4.取締役及び執行役に対する金銭債務 6百万円
5.土地の再評価
 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日
公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価
を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上してお
ります。

 「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評価
に関する法律の一部を改正する法律」第３条第３項に
定める再評価の方法については、土地の再評価に関す
る法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119
号）第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第
69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の
基礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が
定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、
奥行価格補正等合理的な調整を行って算出する方法を
採用しております。
　再評価を行った年月日 平成12年３月31日
再評価を行った土地の期末における
時価と再評価後の帳簿価額との差額 △298百万円
6.有価証券等を差し入れた場合等の時価額
(1)信用取引貸証券 1,094百万円
(2)信用取引借入金本担保証券 3,458百万円
7.有価証券等の差し入れを受けた場合等の時価額
(1)信用取引貸付金本担保証券 7,042百万円
(2)信用取引借証券 575百万円
(3)受入保証金代用有価証券 13,135百万円

〔損益計算書に関する注記〕
関係会社との取引高
(1)営業収益 0百万円
(2)販売費・一般管理費 959百万円

〔株主資本等変動計算書に関する注記〕
当事業年度の末日における自己株式の数

普通株式 562,144株
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〔税効果会計に関する注記〕
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳
繰延税金資産
(1)流動資産
繰越欠損金 7百万円
賞与引当金損金不算入額 114百万円
賞与引当金に対する社会保険料相当額 15百万円
事業税付加価値割及び資本割 15百万円
ポイント引当金損金不算入額 65百万円
その他 6百万円
小 計 224百万円
評価性引当額 △217百万円
繰延税金資産（流動）計 7百万円
(2)固定資産
繰越欠損金 2,438百万円
投資有価証券評価損否認 130百万円
関係会社株式評価損否認 60百万円
投資事業有限責任組合損失否認 80百万円
退職給付引当金損金不算入額 80百万円
減価償却費限度超過額 45百万円
金融商品取引責任準備金損金不算入額 36百万円
ゴルフ会員権評価損否認 66百万円
電話加入権評価損否認 23百万円
その他 84百万円
小 計 3,047百万円
評価性引当額 △3,047百万円
繰延税金資産（固定）計 ―百万円
　
繰延税金資産合計 7百万円

繰延税金負債
　固定負債

その他有価証券評価差額金 △1百万円
　繰延税金負債（固定）計 △1百万円

　繰延税金負債合計 △1百万円

繰延税金資産の純額 6百万円

〔リースにより使用する固定資産に関する注記〕
1.リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
額及び期末残高相当額（器具備品）
取得価額相当額 10百万円
減価償却累計額相当額 6百万円
期末残高相当額 3百万円
2.未経過リース料期末残高相当額
１年以内 3百万円
１年超 0百万円
合 計 3百万円

〔関連当事者との取引に関する注記〕
　該当事項はありません。

〔１株当たり情報に関する注記〕
１株当たり純資産額 530円10銭
１株当たり当期純損失 5円46銭

〔重要な後発事象に関する注記〕
　該当事項はありません。
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〔その他の注記〕
・減損損失に関する注記
　当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

(単位：百万円)
支 店 岸和田支店 中目黒支店

計場 所 大阪府岸和田市 東京都目黒区
用 途 営業用店舗 営業用店舗

建物 26 8 35
器具備品 2 2 5

計 29 11 40

　当社のグルーピングは、管理会計上で区分した部及び支店をキャッシュ・フローを生み出す最小の単位として
捉え、その単位を基礎にグルーピングを行っております。また、本社、寮、厚生施設等については独立したキャ
ッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としてグルーピングを行っております。
　上記営業用店舗においては営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり、今後の業績見込みも不透明で
あるため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
　なお、回収可能価額はいずれも使用価値により測定しておりますが、割引前将来キャッシュ・フローの見込み
が不透明なため、備忘価額１円として評価しております。

・「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」等の適用
　当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正
に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す
る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。

・連結納税制度の適用
　当社は、平成25年３月期より連結納税制度の適用を受けることについて、国税庁長官の承認を受けました。
また、当事業年度より、「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その１）」（実務
対応報告第５号 平成23年３月18日）及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱
い（その２）」（実務対応報告第７号 平成22年６月30日）に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計
処理を行っております。
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成24年５月９日

い ち よ し 証 券 株 式 会 社
　取 締 役 会 御 中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 清 水 万里夫 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 平 井 啓 仁 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、いちよし証券株式会社の平成23年４月１日か
ら平成24年３月31日までの第70期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその
附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準
に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めて
いる。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実
施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な
虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明
するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案
するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし
ての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査委員会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書
　当監査委員会は、平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第70期事業年度における取締役及び執行役の職務の執行に
ついて監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
1. 監査の方法及びその内容
　監査委員会は、監査委員会が定めた当期の監査方針、職務の分担等に従い、執行役等及び内部監査部門その他の使用人等と意
思疎通を図り、情報の収集と監査の環境整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役、執行役、執行役
員及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び
主要な支店において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、会社法第416条第１項第１号ロ及びホに掲げる事項に関す
る取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について監視及び検証いたしました。
事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他にお
ける審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
　なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交
換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行わ
れることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月
28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注
記表）及びそれらの附属明細書につき検討いたしました。
2. 監査の結果
　 (1) 事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
二 取締役及び執行役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
三 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報
告の記載内容並びに取締役及び執行役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

四 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は相当であると認め
ます。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当
社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

　 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　 会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査方法及び結果は相当であると認めます。
　 平成24年５月15日

いちよし証券株式会社 監査委員会
監査委員長 石 川 尚 志 ㊞
監査委員 五木田 彬 ㊞
監査委員 櫻 井 光 太 ㊞

　(注)監査委員五木田彬及び櫻井光太は、会社法第２条第15号及び第400条第３項に規定する社外取締役であります。

以 上
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東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目1番1号
ロイヤルパークホテル　3階　ロイヤルホール
電話：03-3667-1111（代表）
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※会場には本総会専用の駐車場の用意はございませんのでご了承ください。

見やすく読みまちがえ
にくいユニバーサル…
デザインフォントを…
採用しています。

いちよし証券株式会社
東京都中央区八丁堀二丁目14番１号

＞＞＞交通機関

株主総会会場 ご案内図

	 東京メトロ半蔵門線「水天宮前駅」に直結（A4出口）
	 東京メトロ日比谷線「人形町駅」A1出口より徒歩7分
	 都営浅草線「人形町駅」A3出口より徒歩9分
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